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資源循環型社会へ
先導

住まいのライフ
サイクルにおける

ゼロエミッションの深化

積水ハウスグループのビジョン
～グローバルビジョンとサステナビリティビジョン2050～

サステナビリティビジョン2050

「わが家」を世界一幸せな場所にする

積水ハウスのグローバルビジョン

　積水ハウスグループは、企業理念に基づいた積

水ハウスならではの価値創出を目指し、さまざま

な事業を展開しています。

　そして、現在は、2020年に発表した“「わが家」

を世界一幸せな場所にする”というグローバルビ

ジョンのもと、人生100年時代への住まい手価値

の創出を目指し、「住」を基軸に、融合したハード・

ソフト・サービスを提供するグローバル企業へと

着実に変革を進めています。

　さらに、加速度的に変化していく社会環境を見

据え、ステークホルダーとともに積水ハウスグルー

プが持続的に価値を創造していくために、中長期

における目指す姿と課題・目標を設定した「サステ

ナビリティビジョン2050」を定め、事業戦略に反

映することで企業価値と社会価値向上の同時実現

に取り組んでいます。

　私たち積水ハウスグループは事業活動を進める

ことにより、従業員一人ひとりに根づいた企業理念 

根本哲学「人間愛」を実践しています。

ハード・ソフト・サービスを 
融合し幸せを提案

積水ハウステクノロジーを 
世界のデファクトスタンダードにESG経営の 

リーディングカンパニーに

健康・長寿先進 
社会へ先導

住まいづくりを通じた
健康・長寿の実現

人と自然の
共生社会へ先導

事業を通じた生態系
ネットワークの最大化

脱炭素社会へ
先導

住まいのライフサイクル
におけるCO₂ゼロ

ダイバーシティ
社会へ先導

誰もが自分らしく能力を
発揮できる社会の実現

サステナビリティビジョン2050

私たちの根本哲学

人間愛
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創業から積み上げてきた積水ハウスのコーポレートストーリー
～創意と挑戦のDNAを受け継ぎ「人生100年時代の幸せ」を担う～

19901960 2020 2050

　積水ハウスは、創業以来、社会課題の解決に貢献しながら発展を遂げてきました。その歩みは、

積水ハウスが考える住まいの在り方・役割に基づき、それを追求してきた30年を一区切りとした

第1フェーズ「住宅性能の向上」、第2フェーズ「先進的技術の開発」に区分することができます。

　第1フェーズ「住宅性能の向上」では、「安全・安心」な住宅を、第2フェーズ「先進的技術の開発」

では、「快適性・環境配慮」を追求し続けてきました。現在は、第1・第2フェーズにおける追求を継

続するとともに、第3フェーズ「高付加価値の提供」として、住まい手の「幸せ」につながる「健康・

つながり・学び」を追求し、新たなサービスを提供することで「人生100年時代の幸せ」を担う住ま

いづくりを目指しています。

　積水ハウスは、これからも住まい手のニーズに寄り添っていくとともに、持続可能な社会の実現

に向け、グローバル企業としての歩みを止めることなく挑んでいきます。

高度経済成長期
1963
　�一般社団法人プレハブ建築協会

設立
　当社参加
1967
　国内新設住宅着工戸数
　初の100万戸突破

安定経済成長期
1973
　オイルショック（第1次）
1978
　オイルショック（第2次）

バブル景気
1989
　消費税導入（3％）

バブル経済崩壊
1991
　湾岸戦争
1995
　阪神・淡路大震災
1997
　消費税増税（3％→5％）

世界金融危機
2001
　アメリカ同時多発テロ
2006
　「住生活基本法」施行　
　量から質への転換
2008
　リーマンショック
2009
　�国内住宅着工戸数 

42年ぶりの100万戸割れ

アベノミクス景気
2011
　東日本大震災
2014
　消費税増税（5％→8％）
2019
　消費税増税（8％→10％）

新型コロナウイルスの感染拡大によるパンデミック
2020
　新型コロナウイルス感染症の
　世界的流行

累積販売戸数

イノベーション

人財

社会・経済動向
主な出来事

Phase1   1960-1990

安全・安心

Phase2   1990-2020

快適性・環境配慮

Phase3   2020-

健康・つながり・学び

344（単体）

1970年度

37（単体）

4,300
1980

391
10,903

1990

824
13,648

2000

960
14,883

2010

563
24,469

2020

1,865
売上高（億円）

営業利益（億円）

100万戸達成
1993年度

200万戸達成
2009年度

住宅性能の向上

人財・技術者の育成

先進的技術の開発

多様性の推進

高付加価値の提供

キャリアの自律

人生
100年時代

の幸せ

2021年度累積販売戸数

2,544,849戸

営業利益     2,301億円

売上高     25,895億円

2021年度
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積水ハウスグループは、
企業理念である根本哲学「人間愛」のもと、

住宅に関する安全・安心や快適性・環境配慮など、
新たな付加価値を60年以上にわたり

事業を通じて提供し、
それぞれの時代に生じる

社会課題の解決を図ってきました。

これら私たちの取り組み自体が
マテリアリティそのものであると認識し、

かつ、その取り組みそのものが社会的使命であると捉え
今後も事業を推進していきます。

積水ハウスのマテリアリティ

良質な住宅ストック
の形成

持続可能な
社会の実現

ダイバーシティ&
インクルージョン

マテリアリティ特定のプロセス
　当社は環境や社会課題と向き合い、事業を通じてその解決に大きく貢献しています。ステークホルダー（株主・

投資家、お客様、取引先、従業員）にとって重要であること、また、当社が経済・環境・社会に与えるインパクトを

整理し、2022年、当社のコーポレートストーリーをあらためて作成するとともに、マテリアリティの⾒直しを⾏い

ました。創業からの当社の事業活動の軌跡が企業価値の創出に直結していること、そしてこれが当社グループの

「マテリアリティ」そのものであることに、当社グループの「独⾃性」と「強み」があると考えています。

コーポレート
ストーリー作成
フェーズ分解・

整理

マテリアリティ
の抽出

代表取締役との
意見交換

ESG委員会にて
審議・承認

取締役会
にて承認
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良質な住宅ストックの形成

持続可能な社会の実現

ダイバーシティ&
インクルージョン

企業理念 根本哲学「人間愛」 ・ コーポレートガバナンス

　積水ハウスは創業以来、企業理念の根本哲学「人間愛」を根幹に、事業を通じて常に「お客様の幸せ」「社会の幸せ」「従業員の幸せ」を追求し、 

これらを実現させることでさまざまな価値を提供してきました。これまでの60年超の取り組みの積み重ねが、まさに積水ハウスの存在価値であり、

同時にこれが「積水ハウスのマテリアリティ」につながるものであると確信しています。

　積水ハウスはマテリアリティに「良質な住宅ストックの形成」「持続可能な社会の実現」「ダイバーシティ＆インクルージョン」を新たに特定しまし

た。これらマテリアリティを基軸に、先進的な価値を提供し続け、グローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”ために、人生100年

時代の幸せの実現に向けて、積水ハウスはこれからも歩み続けていきます。

積水ハウスのコーポレートストーリーが創出する提供価値とマテリアリティ

「わが家」を 
世界一幸せな場所にする

創業から積み上げてきた
積水ハウスのコーポレートストーリー 人生100年時代の幸せを実現する価値の創出

お客様の
幸せ

安全・安心

資産価値の創出

住宅の長寿命化

快適性

社会の
幸せ

脱炭素化

資源循環 地域社会との共生

労働安全衛生・サプライチェーン

生物多様性保全

従業員の
幸せ

ダイバーシティ推進

多様な働き方・働きがい

人財育成・キャリア自律

従業員の幸せ・健康

安全・安心
Phase1 住宅性能の向上

先進的技術の開発

高付加価値の提供

人財・技術者の育成

多様性の推進

キャリアの自律

提供価値
マテリアリティ 

グローバルビジョン

快適性・環境配慮
Phase2

健康・つながり・学び
Phase3
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社会的使命として取り組む環境負荷低減

　1999年、積水ハウスは「環境未来計画」を発表し、住宅メーカーとしての社会的使命を果たすために、全社を

挙げて環境対策への取り組みを本格化させました。住宅建設から居住時・廃棄までに使用されるエネルギーは、

当時の日本全体のエネルギー消費の約2割を占めており、住宅においても環境対策として、資源・エネルギーの

有効活用が必要不可欠であるという考えのもと策定しました。まず、環境憲章を掲げ、その中で、「地球環境の 

保全」「住まいの環境の向上」「社会への貢献」の3つの柱からなる「環境基本方針」を定めました。そして、この基

本方針をより具体的な行動目標によって示す「環境行動指針」を定めました。この指針に基づき、①断熱性向上

などによるCO2排出量の削減、②資源の有効活用と廃棄物削減、③建物の長寿命化による住宅ストック価値の

向上、④地域にやさしいまちづくりを推進、これら4つを行動の具体策として提示しました。

　「脱炭素」という言葉がまだ使用されていなかった当時、近年地球規模で直面している地球温暖化による気候

変動問題を見据えた内容を行動指針、行動具体策に示している通り、住宅メーカーとしての社会的使命として

これらの解決に真剣に向き合い、考え、行動する積水ハウスの企業姿勢を表しています。この「環境基本⽅針」

「環境⾏動指針」は時を経て現在、ESG経営のリーディングカンパニーとして住宅業界を牽引すべく、ZEHをは

じめとする環境への取り組みの推進・継続に活かされています。

事業を通じた生物多様性保全と資源循環

　積水ハウスでは事業を通じた生物多様性保全に向け、2001年から生態系に配慮した造園緑化事業「5本の樹」計

画を進めています。「3本は鳥のために、2本は蝶のために、地域の在来樹種を」という想いを込め、庭木として利用可

能な植物288樹種を「5本の樹」と定めたものです。小さな点である住宅の庭の集まりが住宅地・街として面となり、

里山など地域の自然とつながることで、住宅の庭が生き物の生息や活動を支えて、生態系ネットワークを維持・復活

させることを狙いの一つとしています。この取り組みから20年を経て、これまでの累積植栽本数は、1,800万本を超え

ました。さらに、この取り組みを通じて2021年には、生物多様性保全に関する定量的な実効性評価をマクロ的な視点

で分析することに成功、社会に広く発信しました。

　生物多様性保全活動のもう一つの柱である持続的な木材調達においては、「フェアウッド」の利用促進があり 

ます。持続可能な再生可能資源の安定的確保のほか、「事業を通じて生態系ネットワークを最大化する」という

目標を掲げ、サプライヤーに積極的に働きかけています。そのほか、2007年には、10の調達指針を定めた独自の

「木材調達ガイドライン」を策定し、運用しています。

　また、積水ハウスでは、すべての人の暮らしを支えるためには、資源の循環利用が必要と考えており、建設業界

の中でもいち早くこの取り組みを進めてきました。廃棄物の発生抑制やリサイクルにとどまらず、社会ストックと

なった住宅資材を使い続けられるよう、アフターサービス、リフォーム事業にも注力し、ライフサイクル全体を通じ

た資源の最適利用を目指しています。

マテリアリティの背景にある積水ハウスの技術と思想

「人」「まち」「地球」を視点に
住宅メーカーの社会的使命として
事業を通じて持続可能な
社会の実現に取り組みます

持続可能な
社会の実現

P.122 「フェアウッド」調達と木材調達ガイドライン

P.112-114 生物多様性保全
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モノ
（製造資本／自然資本）

● 製造資本

国内事業においては、請負型ビジネスの邸別生産の要とな

る製造ラインを所有する生産拠点（工場）と、全国の施工現

場に部材を配送する物流拠点を有しています。工場間の部

材輸送手段は鉄道モーダルシフトを実施しており、環境負荷

の低減を図っています。また、戸建住宅事業、賃貸住宅事業、

分譲住宅事業の生産効率向上のため、部材生産設備を中心

とした設備投資を行っています。このほか、都市再開発事業

における設備投資も実施しています。

● 自然資本

持続可能性を考慮したCSR調達に取り組んでいます。フェアウッ

ド調達のほか、輸入材のデュー・ディリジェンス、国産材の地産

地消への貢献など、サプライヤーとの共存共栄を図りながら、持

続可能性を追求しています。またエネルギー分野においては、

オーナー様から太陽光発電の余剰電力を買い取り、自社グルー

プの事業用電力として利用する「積水ハウスオーナーでんき」の

取り組みによって、2040年までに「RE100」を100％達成すると

いう当初の目標を大幅に前倒しし、2030年頃に達成する見込み

です。このほか、施工現場から出る廃材の100％リサイクルを実

現する「資源循環センター」を保有しています。

設備投資額

895億円

生産拠点

6ヵ所

物流拠点

40ヵ所

経営資源

ヒト
（人的資本・人的投資）

「人間愛」を根本哲学とする企業理念のもと、「積水ハウスグループ人

権方針」を策定・公表するとともに、全従業員が「イノベーション＆コ

ミュニケーション」を実践できる職場づくりを目指しています。事業運

営においては、法律上要求される国家資格をはじめとする各種資格

や技能を有する人財の積極的採用や育成、さらには社内認定制度に

よる従業員のスキルアップを図り、グループ全体での情報連携のもと、

これら有資格者の適正配置に努めています。

女性管理職 障がい者雇用率（単体）

273名 2.90%

一級建築士

3,311名
チーフコンストラクター＊

156名
プラチナスペシャリスト＊

41名

チーフアーキテクト＊

266名
構造計画スペシャリスト＊

172名
CSマイスター＊

84名

＊ �社内資格（産休・育休、職種変更、退職などで対象外となる従業員を除く）

連結従業員

28,821名
●  営業職：7,153名
●  技術職：8,282名

持続可能な木材調達比率

97.2%

● �積水ハウスオーナーでんき
● 資源循環センター

国内5ヵ所

海外 1 ヵ所

CO2排出量

8.8万t

廃棄物排出量

102.2万t

P.48-49 人財戦略 P.37-38 バリューチェーン

P.115 資源循環P.106 「積水ハウスオーナーでんき」によるRE100の推進

P.182 環境データ⑩ P.122 サプライチェーン・マネジメント

P.145-149 ダイバーシティ＆インクルージョン

P.143 社内認定制度

ダイバーシティ&インクルージョン
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財務資本戦略

採用いただいています。また、現在注力しているのは、賃貸住宅における住戸ZEHの普及促進や分譲マンション

の全戸ZEH化です。このような取り組みを進めることで、業界をリードしていきたいと思います。一方、「RE100」

への取り組みについては、当初は2040年までに達成することを目標としていましたが、10年前倒しの2030年に

100％の達成を見込むなど、脱炭素化に向けて着実に進捗しています。今後もマテリアリティへの取り組みを通じ、

「人生100年時代の幸せ」を提供するための新たな価値の創出を目指していきます。

　さらに、グローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな場所にする”の実現に向け、ハード・ソフト・サービス

を融合した幸せの提案、積水ハウステクノロジーを世界のデファクトスタンダードにすることを目指し、新たな付

加価値の提供と当社のテクノロジーを世界でも発揮できるよう、M&Aや資本提携、業務提携といった選択肢を検

討しながら成長投資を加速させてまいります。

財務健全性を高める取り組みが奏功し、次のフェーズへ

　「住宅」というお客様の人生に永く寄り添う商品と「住まう」ためのサービスを提供する企業として、お客様をは

じめステークホルダーの皆様からの信頼に応えていくためには、当社の事業成長に向けた投資の継続とそれを可

能にする強固な財務基盤の構築が重要だと考えます。

　第５次中期経営計画では、第４次中期経営計画から引き続き財務健全性の改善に取り組んでまいりましたが、

資本・資産効率の向上を意識した経営の推進が奏功し、本取り組みは一つの大きな節目を迎え、成長に向けてア

クセルを踏み込む準備が整ったことを実感しています。すでに次の第6次中期経営計画における財務戦略の検討

を開始しており、KPIの設定についても目標達成に向けて従業員がベクトルを合わせ邁進できるよう、積水ハウス

らしいものに仕上げていきたいと考えています。また、コロナ禍にありながらも、国内格付機関2社によるAA格の

信用格付を維持してまいりました。今後も高い健全性の目安としてAA格を維持しながら、成長投資のさらなる推

進と財務健全性のバランスを追求してまいります。

第5次中期経営計画の基本方針

高い健全性の目安としてAA格の格付*を維持

D/Eレシオ0.45倍以下 債務償還年数1年以下
（Net Debt／EBITDA倍率）

＊当社信用格付

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  AA	 	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　AA-

20202018

第4次中期経営計画
（2017年度～2019年度）

第5次中期経営計画
（2020年度～2022年度）

2017 2019

（倍）

0.52 0.54

0.42

2021 （年度）2022

0.37

0.46

D/Eレシオの推移

目標値
0.45
以下

第4次中期経営計画
（2017年度～2019年度）

第5次中期経営計画
（2020年度～2022年度）

2020 （年度）

（年）

20182017 2019

1.34 1.37

△0.18

20222021

0.130.01

目標値
1.0
以下

債務償還年数の推移

株式会社日本格付研究所（JCR） 株式会社格付投資情報センター（R&I）

それぞれのバランスを重視し

強固な成長基盤を構築する

不動産投資

成長基盤投資

M&A

成長投資

格付 AA格の維持

D/Eレシオ0.45倍以下

債務償還年数1年以下

財務健全性

ROE10%以上

総資本回転率
1回転以上

効率性
配当性向40%以上

自己株式取得
機動的に実施

株主還元

第3フェーズの経営ビジョン および 10年後を見据えた成長基盤づくり

強固な財務基盤を構築し、成長投資機会に柔軟かつ機動的に対応

持続的な企業価値向上に向けた成長投資の推進と株主還元の強化

1

2

3
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重点施策

請負型ビジネス
● 3ブランド戦略の推進
● S・Aエリア集中戦略の推進 開発型ビジネス

● ROA経営の推進
● 回転率の向上と優良土地の取得により安定収益を図る

ストック型ビジネス
● 提案型・環境型リフォームの積極的な展開 
● “積水ハウス不動産”への社名変更による賃貸・仲介事業の強化

国際ビジネス ●  積水ハウステクノロジーのグローバル化に着手し、新たなステージへ

請負型ビジネス

戸建住宅事業・賃貸住宅事業ともに技術力を背景としたZEHや「ファミリー スイート」などの高付加価値提案に

より、受注は好調に推移しました。資材価格高騰の影響を受けましたが、利益率は改善し、増収増益を確保して

います。建築・土木事業は厳しい事業環境の中、減収となりましたが、計画利益を達成しました。

ストック型ビジネス

リフォーム事業は、積極的な提案型・環境型リフォームの継続推進により、大規模リフォームの受注が増加し、利

益率はさらに伸⾧しました。不動産フィー事業は、好立地・高品質の建物と、入居者ファーストでの建物管理やサー

ビスの提供により、入居率と賃料の高水準を維持。安定的な成⾧が継続しています。

開発型ビジネス

分譲住宅事業は、優良土地の仕入れや営業体制の強化が奏功し、大幅な増収増益。マンション事業は、高価格帯

も含め販売が好調。計画通り引渡しが進捗し、増収増益となりました。都市再開発事業の収益は、当初の計画通

り着地しています。

国際ビジネス

アメリカの住宅販売事業とコミュニティ開発事業の好調継続で増収増益となりました。マルチファミリー事業で

は、計画通り3物件売却。2021年12月にHolt社を連結子会社化し、事業展開エリアを拡大しています。オースト

ラリアは不動産市場の回復の遅れなどにより減収減益。中国は事業完了に向け計画通り進捗しています。

その他の事業

エクステリア事業では、戸建住宅や賃貸住宅などにおいて、住宅と外構との一体提案の強化、在来種の植栽を提

案する「5本の樹」計画の推進などを行いました。

第5次中期経営計画の進捗

各事業の2021年度の進捗
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取締役会議長メッセージ

　積水ハウスグループは“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンを掲げ、

事業環境が大きく変化する中、グループ一丸となり、積極的に事業展開を続けてきました。その結果、

お客様のご支持も一層高まり、前年度は過去最高の業績を上げることができました。

　2021年度、社外取締役４名を含む10名からなる取締役会は、積水ハウスが安全・安心で快適な

住まいの提供を通じて世界中に美しいまちなみを実現することを目指して、さまざまな経営課題を積

極的に論議しました。

　新型コロナウイルスが世界的に感染拡大を続ける中、「ステイホーム」が一般化し、快適な住まいに

対するお客様のニーズもますます高まっています。事業が健全かつ持続的に成長するためには社会の

変化に機敏に対応することが必要であり、その実現には事業を支える幅広い人財の育成と、革新的な

技術開発への投資が重要です。

　引き続き株主をはじめとするステークホルダーの皆様のご意見に真摯に耳を傾けつつ、今後も社会

が求める新しい価値を届ける会社となるよう、取締役会はさらにガバナンスを強化し、透明性の高い

健全な事業の実現を図るとともに、経営資源の有効な配分・活用にも一層注視していきます。

東京海上日動火災保険株式会社取締役社長、同社取締役副会長など

を歴任。2020年4月に当社社外取締役に就任。

社外取締役 
（取締役会議長）

北沢 利文

社会が求める新しい価値の提供に向けて、
さらなる企業ガバナンスの進化を目指します。
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● 第5次中期経営計画におけるガバナンス改革の方向性
改革の方向性とこれまでの評価
　積水ハウスグループでは、ガバナンスの実効性強化と企業の持続的成長を両立させるガバナンス改革を進めて

います。その実現のためには、コミュニケーションの活性化と従業員一人ひとりの参画が不可欠であり、「イノベー

ション&コミュニケーション」を合言葉に取り組みを推進しています。

　ガバナンス改革元年と位置づけた2018年より「代表取締役の70歳定年制」「経営会議の設置」「取締役の担当

部門の明確化」など、4年間で27項目に及ぶ具体的施策を着実に実行してきました。

　今後もコーポレートガバナンスの実効性をさらに高めていくため、トップマネジメント・事業マネジメントの両

輪でのさらなるガバナンス改革を推進していきます。

トップマネジメントレベルの改革 事業マネジメントレベルの改革
（1） �コーポレートガバナンスの体制改革と実効性強化
	 ‌�社外役員との協働（共創）と公正で健全な緊張関係の構築による経営革新を目指す。
	 ① ガバナンス体制のグランドデザインの見直し
	 　 ⅰ ‌�人事・報酬諮問委員会の体制（委員長・構成）見直しによる実効性強化
	 　 ⅱ 業務執行体制における経営会議の役割の見直し
	 　 ⅲ 執行役員制度改革と経営陣幹部候補者の育成

	 ② ‌�第三者視点によるレビューと外部の知見を活かしたPDCAサイクルの実行
	 　 ⅰ ‌�第三者機関による定期的な取締役会実効性評価の実施
	 　 ⅱ ‌�評価機関などのレビューを踏まえたコーポレートガバナンス・コード対応の充実

（2）情報開示の充実とステークホルダーとの対話
	 ‌�真実に立脚した公正な情報開示により、ステークホルダーからの信頼を獲得する。
	 　 ⅰ ‌��「統合報告書」の作成、コーポレートストーリーの開示
	 　 ⅱ �機関投資家・個人株主との対話機会の一層の充実

　第5次中期経営計画期間においては、社外役員との協働（共創）と公正で健全な緊張関係の構築による経営革新

を目指し、マネジメント機関の機能強化を推進しています。

　これまで、取締役・執行役員の人事や報酬に関する諮問機関である人事・報酬諮問委員会の体制見直しによる

実効性強化を図るとともに、取締役会の独立性向上による監督機能の強化、経営会議・執行役員制度改革による

権限委譲の促進などにより、経営監督機能と業務執行機能の緩やかな分離に取り組んできました。

　特に、人事・報酬諮問委員会は、委員長を社外取締役、委員の過半数を社外取締役としたことで、透明性が向上しま

した。また、取締役候補者選任に関連して、社外委員の方 に々スキルマトリックス項目の選定段階から参画いただき、加

えてCEOの選任プロセスにも主体的に関与いただいたことで議論が活性化し、委員会の実効性が格段に高まりました。

　積水ハウスグループの強みは、事業課題を最も顧客目線から認識している当社の営業本部、支店および工場、な

らびに海外を含むグループ会社など、現場の力にあります。現場の力をより一層高めていくため、事業マネジメント

レベルにおいてもガバナンス改革を推進しています。

　これまでのインテグリティマネジメント研修の対象を営業本部の幹部社員に加え、本社や工場の職責者およびグルー

プ会社役員へ広げるとともに、マネジメント診断（多面観察）や担当役員面談の充実により、実質的なインテグリティ向上

を図りました。また、監査部・人事総務部・法務部などの管理部門を中心とした事業所の総務責任者とのレポートラ

イン「ガバナンスネットワーク」を構築するなどの取り組みを進めるとともに、海外子会社を含むグループ全体のガバナ

ンス人財の適正配置を推進しています。

1 2

（1） �事業マネジメント層のインテグリティ向上
	 ‌�インテグリティの高いマネージャーによる、相互信頼に基づいたガバナンスの実現。
	 ①‌� ‌�事業マネジメント層の人財要件の明確化と育成体制の整備・強化
	 ②‌� ‌�インテグリティマネジメント研修の対象拡大（本社職責者、グループ会社役員など）

（2）グループガバナンス体制の強化
	 ‌�企業理念に立脚したグループ企業間の相互信頼の醸成。
	 ① ‌�グループ経営のシナジーの最大化を図るガバナンス体制の構築
	 　 ⅰ ‌�親会社・子会社の権限と責任の明確化と組織設計への反映
	 　 ⅱ ‌�親会社・子会社管理部門間のネットワーク構築とレポートラインの確立

	 ② �ガバナンス人財の育成強化と適正配置
	 　 ⅰ ‌�ガバナンス人財の育成強化（社会人採用・グループ間人財交流）（インテグリティ ＋ 経験・知識 ＋ 実行力）
	 　 ⅱ ‌�海外子会社を含んだガバナンス人財の適正配置

	 ③ �親会社監査役と子会社監査役との連携
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● 主な組織・会議体制と役割
取締役会
　取締役会は、社外取締役5名を含む10名（男性7名・女性3名）で構成し、原則月1回開催しています。中長期的な

企業価値向上のため、経営方針および経営戦略・経営計画の策定、重要な業務執行の意思決定を行うとともに、取

締役・執行役員の業務執行の監督・評価、内部統制やリスク管理体制など経営の健全性確保のための体制整備など

をその責務とします。また、建設的な意見交換を促進するために、取締役会議長と招集権者を兼務しないことを原則

とし、取締役会議長は社外取締役の北沢利文氏が、招集権者は代表取締役社長執行役員（仲井嘉浩）が務めています。

　構成については、実質的な議論を行うために適正と考えられる人数とし、取締役会における独立社外取締役比

率が1/3以上となるように独立社外取締役を置くものとします。また、経営戦略・経営計画を踏まえて、取締役会に

求められるスキルを十分に意識したスキルマトリックスを策定します。取締役会は財務会計や法令・コンプライア

ンスなどに知見・専門性を有する者を含み、知識・経験・能力、在任年数およびジェンダーなどを考慮し、多様性

と適正人数を両立する形で構成するものとします。そのほか、社外取締役の職務を補助する体制として、取締役室

を設置し、専任者を含む複数名の従業員を配置しています。

監査役会
　監査役会は、社外監査役3名を含む5名（男性4名・女性1名）で構成しています。監査計画を策定し、当該監査

計画に基づき、取締役、執行役員、主要な事業所長および子会社取締役等に対し、担当業務におけるリスク・課

題についてのヒアリングを計画的に実施し、事業所の実査を必要に応じて実施しています。また、監査役は内部監

査部門と意見交換を密にして十分に連携するとともに、会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査業務が効率的

かつ実効的に行われるよう相互に協力しています。

　そのほか、監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を設置し、専任者を含む複数名の従業員を配置し

ています。監査役室に兼任として配置された使用人には、監査役室での業務に関して所属部署の指揮命令が及ば

ないこととし、その人事上の処分については監査役の意見を尊重するなど、独立性を確保しています。

取締役会の構成（2022年4月27日現在）

取締役 うち社外取締役 議長
年齢

50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上

10名	
（男性7名・女性3名）

5名
（男性2名・女性3名）

北沢 利文
（社外取締役） 0名 3名 7名

人事・報酬諮問委員会、経営会議、ESG推進委員会、リスク管理委員会
人事・報酬諮問委員会 経営会議 ESG推進委員会 リスク管理委員会

役割

取締役会の諮問機関として、公正性および透明性を確保す
るため、取締役・委任型執行役員の選解任や報酬に関して
取締役会に答申します。また、取締役会からの委任に基づ
き、取締役委任型執行役員の個人別報酬支給額について
は、本委員会で決定します。

取締役会に上程する重要議題の事前審議、経営方針・経営戦略に
基づいた個別の業務執行に関する意思決定、ならびに業務執行の
方針および課題に関する委任型執行役員間の情報共有を実施して
います。委任型執行役員を出席者とし、社外取締役および監査役は
オブザーバーとして任意で出席することができるほか、議題に応じ
て雇用型執行役員や業務役員の陪席を求め、活発な意見交換を行っ
ています。

ESG経営の取り組みの進捗と課題などについての意見交換を通じて
実効性を高めています。また、ESG経営推進本部を設置し、ESG推進
委員会での議論を踏まえ、当社内および国内外のグループ会社と連
携のうえ、ESG経営のさらなる推進を図っています。

取締役会の諮問機関として、リスク管理体制の適切な構築や、その運
用における実効性の確保を目指し、重要テーマにおけるモニタリング
などを通じてグループ全体のリスク管理状況の把握を行い、必要に応
じて取締役会に意見を述べます。

議長または委員長 吉丸 由紀子（社外取締役） 仲井 嘉浩（代表取締役 社長執行役員） 堀内 容介（代表取締役 副会長執行役員) 田中 聡（代表取締役 副社長執行役員）

構成員

（社内取締役）仲井 嘉浩、田中 聡
（社外取締役）�吉丸 由紀子、北沢 利文、	

武川 恵子

（委任型執行役員）仲井 嘉浩、堀内 容介、田中 聡、三浦 敏治、
石井 徹、廣田 耕平、皆川 修、豊田 治彦、上木 宏平、吉本 継蔵、
篠崎 浩士、野間 賢、柳 武久
※ �社外取締役および監査役はオブザーバーとして任意で出席可能

（社外委員）國部 克彦氏（神戸大学大学院経営学研究科長・教授）、
冨田 秀実氏（LRQAサステナビリティ株式会社代表取締役）

（委員）堀内 容介、豊田 治彦、近田 智也、山田 実和、吉田 篤史、
中山 一、河村 直樹、岸本 健

（副委員長）三浦 敏治
（委員）田中 聡、三浦 敏治、廣田 耕平、皆川 修、吉本 継蔵、中山 一、
河村 直樹、北村 浩幸、岸 隆裕、大川 延明

※ 各会議の審議内容は、取締役会に報告しています。

監査役会の構成（2022年4月27日現在）

監査役 うち社外監査役 議長
年齢

50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上

5名
（男性4名・女性1名）

3名
（男性3名）

鶴田 龍一
（常任監査役

社外監査役〈常勤〉）
0名 0名 5名
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● 人事・報酬諮問委員会の取り組み

【指名関係】
CEOの選任プロセスの高度化
　CEOの評価・選任プロセスをより透明性の高いものとすることを目指し、人事・報酬諮問委員会において、CEO

の評価基準である「評価の着眼点」を明確にした「CEO評価ミーティング」を実施しました。

〈CEO評価ミーティング〉（2022年2月実施）
● 「評価の着眼点」に基づく社外委員３名とCEOとのミーティング
●	�あわせて、サクセッションプランに関する考え、2023年度の課題認識、自己評価、経営ビジョンなどの現状認識に

関する意見交換などを実施

【報酬関係】
取締役会から「取締役および委任型執行役員の個人別の報酬支給額権限」を人事・報酬諮問委員
会へ委任
　会社法改正において報酬決定方針の開示が拡充・義務化される中、報酬決定プロセスの客観性・透明性のさら

なる向上を図るため、取締役会の決議により、「取締役および委任型執行役員の個人別の報酬額の権限」を人事・

報酬諮問委員会の決議に委ねることを決定しました。

報酬体系のさらなる整理と方向性の議論
　第6次中期経営計画に向けた報酬体系の高度化を目指し、現報酬体系の課題の抽出と基盤となる考え方（方針）

を整理しました。

　当該審議内容をもとに2022年度の人事・報酬諮問委員会で議論し、2023年度以降の報酬体系の再構築を目

指します。

業績連動型株式報酬（PSU）のESG 経営指標（KPI）の評価・設定・運用に関する審議
　2020年より導入されたPSUについては、毎年そのKPIの進捗を確認・評価し、次年度からスタートするPSUの

KPIの決定審議に活かしています。同一のKPIが重複する場合には、その設定内容や評価幅等の適正性を慎重に

審議しています。
新任社外取締役候補者の選定プロセス
　新任社外取締役候補者選定のさらなる客観性・透明性向上を目指し、人事・報酬諮問委員会において、以下の

プロセスを経て、候補者を決定しました。

① �グローバルビジョンに基づいて社外取締役に求められるスキルを再検討し、スキル項目（スキルマトリックス）の

選定理由を再設定

② 新たなスキルマトリックスに基づき新任社外取締役候補者の選定方針を決定

③ 選定方針に基づく候補者のロングリストを委員会で共有し、精査のうえ、候補者の絞り込みを審議

④ 各委員と新任社外取締役候補者との面談を実施し、委員会で共有のうえ、候補者を決定

「CEO評価ミーティング」における「評価の着眼点」
人財要件 評価の着眼点

資質要件 企業理念に基づき、グローバルビジョンの実現に向けた具体的施策を広範囲に推進しているか

能力要件

社会課題を的確に把握し、ビジョンを持って、ビジネスモデルへ展開しているか

権限委譲を適切に実施し、新たな市場に対応し得る創造的な企業風士の醸成に取り組んでいるか

顧客、従業員、取引先、投資家などのステークホルダーとの関係性の構築・強化を進めているか

グループ全体の司令塔として、グローバルを含む組織体制の進化・発展を主導しているか

意欲／健康 自身の健康に気を配り、経営トップとしての職責を果たす意欲があるか

コーポレートガバナンス
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部門
取締役兼務 
委任型執行役員
（専務以上）

委任型 
執行役員 
（常務）

雇用型 
執行役員* 業務役員

請負型ビジネス部門 仲井 嘉浩 篠崎 浩士 8名 10名

開発型ビジネス部門 石井 徹 柳 武久 3名 1名

戦略部門 仲井 嘉浩 廣田 耕平 3名 3名

財務・ESG部門 堀内 容介 豊田 治彦 5名
（1名） 0名

管理・人事部門 田中 聡 皆川 修
吉本 継蔵 2名 1名

技術・生産部門 三浦 敏治 上木 宏平
野間 賢

4名
（1名） 5名

人事・報酬諮問委員会が
選解任プロセスを監督

人財登用会議（社内取締役等で構成）が
選解任、人財配置、育成を審議

＊ 2022年6月1日現在　（ ）は女性役員数

● 執行役員選任プロセスの高度化
委任型執行役員の選任：「経営人材アセスメント」の導入

「経営人材アセスメント」
●	�新任候補者について、業績評価、多面評価に加え、外部機関による「経営人材アセスメント」を実施
●	�⾧時間インタビュー、複数の心理テストなど、さまざまな情報を活用し、現状評価・成⾧可能性などを総合的

に判断
●	�人事・報酬諮問委員会において、外部機関からアセスメント結果の報告を受けて、その報告をもとに選任の審

議を実施
●	�アセスメント結果は、本人にフィードバックするとともに、今後の育成プランを策定

雇用型執行役員の選任：「サクセッションプラン会議」「人財登用会議」の実施
「サクセッションプラン会議」

●	�2021年より雇用型執行役員･業務役員のサクセッサー（後継者）の見える化を目的として、部門ごとの業務役員以上

全員でサクセッサーの情報共有のための会議を実施
●	�サクセッサーの情報共有･育成プランの議論を通じ､ 将来の経営者候補パイプラインの充実を図る

「人財登用会議」
●	�委任型執行役員（常務以上）が雇用型執行役員および業務役員の候補者を推薦
●	�取締役兼務委任型執行役員（専務以上）による人財登用会議を実施し、各取締役の目線で候補者の選任を審議し

たうえで社⾧執行役員が選任案を決定し、取締役会に上程

監督と執⾏の緩やか
な分離を実践し、中
期経営計画達成に向
けて担当部⾨を管掌
するとともに、担当部
⾨の執⾏責任を担う

委任型執⾏役員候補
として、担当部署を担
当し、中期経営計画
達成に向けてその部
署の執⾏責任を担う

取締役候補として、担
当部⾨の主要な領域
を担当し、中期経営
計画達成に向けてそ
の領域の執⾏責任を
担う

雇⽤型執⾏役員候補
として、担当部署を担
当し、中期経営計画
達成に向けてその部
署の執⾏責任を担う
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● 役員報酬

（1）「人間愛」を根本哲学とする企業理念に従い、株主・投資家、顧客、従業員をはじめとするすべてのステーク

ホルダーに対して公正であるべく、高度な報酬ガバナンスを通じて客観性・透明性を確保し、説明責任を十

分に果たすものとします。

（2）ESG経営のリーディングカンパニーを目指すべく、社会的意義を重視し、かつイノベーティブな成長戦略の着

実な遂行についてのコミットメントを明確にし、長期的かつ持続的な企業価値向上に向けた健全なインセン

ティブとして機能する報酬制度とします。

（3） 経営陣幹部の育成・評価との連携を重視し、次世代の経営人財の成長意欲を喚起し、積水ハウスグループ

全体の組織活力の長期的な向上をもたらすものとします。

取締役（社外取締役を除く）の報酬体系およびインセンティブ報酬の仕組み
報酬等の種類 業績評価指標 概要および業績連動報酬に係る指標の選定理由

固定 基本報酬 ― 代表権や役位などに応じて決定した額を毎月支給します。

変動

短期
業績	

連動賞与
連結	

経常利益

各事業年度の重要な経営指標の一つである連結経常利益を業績評価指標と
し、連結経常利益に対して、取締役（社外取締役を除く）の役位別にあらかじめ
定めた賞与係数を乗じ、支給額を算定します。
なお、親会社株主に帰属する当期純利益が1,000億円未満の場合は、支給し
ないこととします。

中期
業績連動型	
株式報酬	

（PSU＊1）

ROE	
および	
ESG	

経営指標

中期の重要な財務指標であるROEおよび非財務指標であるESG経営指標を
業績評価指標とします。業務執行取締役の役位別にあらかじめ定めた基準額
に相当する数の基準株式ユニットを付与し、連続する3事業年度の評価期間
におけるROEおよびESG経営指標の目標達成度に応じて、評価期間終了時に
おいて0％～150％の範囲内で支給ユニット数を決定し、当該支給ユニット数
の50％を株式にて交付、残りを納税目的金銭として支給します。ROEとESG
評価指標の各評価ウエイトはROE連動部分80％：ESG経営指標連動部分
20％とし、ESG経営指標については、目標設定や評価に関するプロセスの客
観性・透明性を高めるべく、人事・報酬諮問委員会における厳格なレビューを
実施します。

長期
譲渡制限付	
株式報酬	
（RS＊2）

―
取締役（社外取締役を除く）の役位別にあらかじめ定めた基準額に相当する数
の当社普通株式（譲渡制限付）を交付し、当社の取締役および執行役員のいず
れの地位も喪失した場合に譲渡制限を解除します。

報酬の基本方針

＊1 PSU：Performance Share Unit　　＊2 RS：Restricted Stock

報酬ガバナンス
●	�取締役会は、報酬決定プロセスの客観性・透明性の向上を図るため、取締役会決議により、取締役の個人別

報酬支給額決定を人事・報酬諮問委員会へ委任しました。

株式保有ガイドラインの導入

　�株主の皆様との持続的な価値共有を図るため、対象取締役を対象とした株式保有ガイドラインを定め、原則と

して、取締役としての在任中、時価ベースで役位に応じた基準金額に相当する当社株式の継続保有を義務づけ

ています。なお、基準金額は、代表取締役については年間基本報酬の2倍、そのほかの対象取締役については

年間基本報酬と同額とします。

株式報酬返還条項（いわゆるマルス・クローバック条項）の設定

　�取締役（社外取締役を除く）の過度なリスクテイクを抑制し、経営の健全性を確保することを目的に、一定の事

由が生じた場合に権利確定前の株式報酬の全額または一部を返還させる条項（いわゆるマルス・クローバック

条項）を定めています。

基準業績時における代表取締役の報酬構成比率イメージ

＊１ �報酬構成比率は、役位ならびに会社業績および業績評価指標（KPI）の達成状況に応じて変動します。	
基準業績時における代表取締役の構成比率を記載しています。

＊２ 業績連動型株式報酬と譲渡制限付株式報酬の構成割合は、概ね1：1です（基準業績時）。
＊３ 業績連動型株式報酬のうち50％については、納税資金に充当することを目的として金銭で支給します。

金銭 株式+金銭＊3 株式

業績連動型株式報酬 譲渡制限付株式報酬

33%程度＊2

業績連動賞与
33%程度

変動報酬

基本報酬
33%程度

固定報酬

業績連動
短期 中期 長期

支給形式

報酬構成
比率＊1

コーポレートガバナンス
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社外取締役対談社外取締役対談

Q.� �社外取締役から見た、	‌
積水ハウスの取締役会や企業風土などの印象をお聞かせください。

武川：20年以上前になりますが、当時、積水ハウスに女性の設計担当者がいらっしゃることを知り、女性が活

躍している会社という印象を受けました。2017年には、「女性が輝く先進企業表彰」で「内閣府特命担当大臣（男

女共同参画）表彰」を受賞し、その時のさまざまなデータを見て取り組みが進んでいる企業だと思う一方で、当

時は女性役員が1人もおらず、少し残念に感じていました。その後、ガバナンス改革とともに女性役員も増え、

2021年に私が社外取締役に就任した際は女性の取締役が3名、監査役も2名いましたが、女性管理職が増えて

いるとはいえ、いまだ途上と考えています。

　現在、スピード感を持って経営改革を進めており、コーポレートガバナンス向上のために社外役員比率も高め

ています。社外役員は経営会議やESG推進委員会などもすべてオブザーブできますので、社内での議論や意思

決定プロセスなど、さまざまな反応も見たうえで取締役会に臨めます。実情をオープンにしていただけることで、

社外取締役にもさまざまな意思決定に加わってほしいという、会社の強い意志を感じます。

中島：当社の取締役会は事前準備がしっかりとされており、短い時間で非常に密度の濃い議論ができる場となっ

ていると感じています。経営会議などへの参加により経緯を理解しているのに加え、詳しい事前説明もあるため、

イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役、
事業構想大学院大学特任教授などを歴任。2021年
4月に当社社外取締役に就任。

日本電信電話株式会社社外取締役、昭和女子大
学グローバルビジネス学部特命教授などを歴任。
2021年4月に当社社外取締役に就任。

論点を明確にして参加できます。経営会議では業務執行上の詳細な事項が主ですが、取締役会は長期にわたる

ガバナンス上の観点やほかの知見から、角度の異なる新しい議論を行います。取締役全員が社内外にかかわら

ず積極的に発言できるのは、取締役会議長の采配と事務局である取締役室の周到な準備の成果だと思います。

取締役室では、役員はもとより、提案・報告を行う部門やグループ会社との連携がよく、当該部門の従業員も

取締役会などの意義を十分に理解しているので、事前説明を受ける際にデータや資料を依頼すると、取締役会

開催前までに準備していただけるので当日も効率よく進められます。コロナ禍にあって、東京と大阪といった遠

隔会議の場合にも、WEB会議システムを使用するなど、距離を感じさせません。

武川：さまざまな建築や営業の現場を見せていただく中で、若手従業員にも会社の理念や方向性がきちんと共

有されて浸透しているという印象があります。先日は、創発型表彰制度「SHIP」という、さまざまなイノベーショ

ンなどを提案するプレゼンテーションを拝見しました。上司から言われたことだけを進めるのではなく、お客様

のために良い価値を届けたい、それが会社のためにも社会のためにもなり、従業員自身もうれしい、そうした姿

が表れていて、とてもいきいきとしていました。

　同時に、企業風土を変えようという強い意志も感じます。経営陣がしっかりと課題を認識し、若手従業員にノ

ウハウを伝え、データに基づきながらグループやチーム全体で組織力を高めようとしているのだと思います。さ

まざまな課題があったからこそ、今、変革に向けて努力しているなど、率直な意見も聞いています。

社外取締役 

中島 好美
社外取締役 

武川 恵子

83SEKISUI HOUSE Value Report
CONTENTS 価値創造ストーリー

Section 1

価値創造の仕組みと原動力
Section 2

中期経営計画の推進
Section 4

経営基盤
Section 5

ファクトデータ
Section 7

ESG経営の実践
Section 6

持続的成長への戦略と取り組み
Section 3



社外取締役対談

中島：“「わが家」を世界一幸せな場所にする”というグローバルビジョンは、従業員一人ひとりに自分事として

浸透しています。これは他社にはない企業文化ですので、さらに力強く成長できる会社だと思います。数年前ま

ではグループ会社ごとの縦割り思考が強かったようですが、現在では積水ハウスグループ全体でお客様に寄り

添い、グループ全体として社会的責任を果たすという意識が醸成されつつあります。

　また、現場の従業員は強い顧客志向を持っています。今後もさまざまな改革が進みますが、従業員は取り組

む理由を理解し、動機づけも十分にできていますので、これからは実行段階だと思います。今後は国内外ともに、

「幸せ」という価値提供の追求に加え、コミュニケーションを深めてガバナンスを効かせるという、多様な縦糸と

横糸が織り合わさっていくことを期待しています。

Q.� �社外取締役として求められる期待と、	 ‌
その期待に応えるためにどういったことに注力していますか？

中島：社外取締役に求められるのは「外からの目」です。「社内の常識は社外の非常識」を指摘するのが一番の

役割だと思います。社外の目を持つ私たちが納得できるまで「なぜ？」を問い続けることで、社内での理解が十

分でないことや説明の不備が顕在化されてきます。最近では「SUMUFUMU TERRACE（スムフム テラス）」を

見学に行った際、その場でも営業部門の方々に疑問点を質問したり、意見を述べたりしました。取締役は、取締

役会での発言だけにとどまらないことが大切です。

武川 ： 私は、積水ハウスで建築した家に居住していますので、カスタマーズセンターを利用していることもあり、顧客とし

ての観点から、また国家公務員として女性活躍推進法やバリアフリー法を推進した点でも期待されていると思います。最も

求められているのは、同質の人間が集まることによる集団的思考に陥らないために、社外の健全な常識を持つという点だ

と考えます。企業の大きなリスクは集団的な思考から多発します。住宅メーカーは末永く持続して堅実に良い商品を社会

に提供しなくてはなりませんので、集団的な思考に陥るというリスクを抑止するというのが私の重要な役割と捉えています。

　本年見直した積水ハウスグループのマテリアリティ（重要課題）の一つに、「ダイバーシティ&インクルージョン」が掲

げられています。これは社会的価値への貢献であり、企業の持続的な発展にも重要です。企業発展の面では、多様なバッ

クグラウンドを持つ人財がいることにより、イノベーションが進むといわれています。同質の人財だけで考えていると新

しい発想が生まれませんので、従業員にも経営陣にも多様な人財が加わることが肝要です。社会的な面では、積水ハ

ウスはESGの先進企業として、すべての人がかけがえのない存在として大切にされる社会を目指さなくてはなりません。
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ESG経営の実践
―積水ハウスのサステナビリティの取り組み

ESG座談会

編集方針／ESG経営の推進体制

積水ハウスグループにおけるESG経営

国際的なイニシアチブへの参画や 
行政・業界団体等との活動
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脱炭素社会への貢献E

積水ハウスグループはグローバルビジョン“「わが家」を世界一幸せな

場所にする” の実現に向け、事業活動と一体となった環境戦略の推進

によって社会課題を解決し、持続可能な社会の構築を実践していく

ESG経営のリーディングカンパニーを目指しています。特に、「地球温暖

化防止」には1999年の「環境未来計画」発表時から重要課題として位

置づけ、住宅業界を牽引する形で実効性のあるさまざまな取り組みを

進めています。

取り組みの全体像

戸建住宅「グリーンファースト ゼロ」によるZEH＊1の推進 

　積水ハウスグループのCO2排出量のうち、53%と最も大きな比率を占め

るのは、「供給した住まいの居住段階（スコープ3カテゴリ11）」です。これ

を減らすため、CO2排出削減効果がより高いZEHの普及に取り組んでい

ます。ZEHは断熱性能が高いため、快適性に優れ、また、太陽光発電が標

準搭載されているため停電時でも電気が使えるなど、気候変動に伴う自然

災害が増加している中、安心して生活できる災害レジリエンス性の高い住

宅でもあります。

　積水ハウスの戸建住宅ZEHの2021年度実績は92%＊2でした。これは、

日本全体のZEH比率16.8％＊3を大きく上回っています。また、発売開始し

た2013年度からの累積棟数は69,163棟となりました（2022年3月末時

点）。日本政府は2021年に発表した第6次エネルギー基本計画において

「2030年度以降に新築される住宅について、ZEH基準の水準の省エネル

ギー性能を確保する」「2030年には新築戸建住宅の6割に太陽光発電設

備を設置する」という目標を掲げていますが、当社はこのいずれもすでに

達成している状況です。

　ZEHの普及には、多くの人に受け入れられる住まい手のメリットが重要

です。例えば、リビングに吹抜けや大きな窓を採用すれば、明るく開放的

で快適な空間にできる半面、省エネルギー性能では不利になります。当社

は断熱性能の高い窓を採用することで、開放的な室内環境と省エネルギー

性を両立させています。

　また、太陽光パネルについても、瓦型太陽光パネルを標準採用すること

で、複雑な屋根形状でも大容量のパネルを設置できます。瓦型太陽光パネ

ルには外から見た時に目立たないという特長があるため、ZEHとお客様

が望まれる美しい外観の両方を実現できます。

　ZEHは、新型コロナウイルスの感染拡大による生活形態の変化にも対

応できるものと考えています。テレワークで心配されるエネルギー消費量

の増加は、ZEHの省・創エネルギー性能で抑えることができます。また、

当社が推奨する明るく広々とした空間設計は、在宅時間が増えてもストレ

スを感じさせず、快適な暮らしを可能とします。今後も、時代に応じた新た

なニーズにも対応し、ZEHのさらなる進化を目指します。

　2021年度はこれまでのZEH普及促進の取り組みが評価され、「2021年

度省エネ大賞」（主催：一般財団法人省エネルギーセンター、後援：経済

産業省）省エネ事例部門 省エネルギーセンター会長賞を受賞しました。

＊1 �ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）：省エネ・創エネにより、快適な室内環境を実現しながら年
間の一次エネルギー収支ゼロを目指す住宅。「グリーンファースト ゼロ」は太陽光発電標準設置の当社
戸建ZEHのブランド名称

＊2 �2021年4月～2022年3月までの『ZEH』、Nearly ZEH、ZEH Oriented（積雪量100cm 以上の多雪
地など）の北海道以外のエリアにおける供給実績。北海道は65%

＊3 �出所：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業調査結果（2021年版）（経済産業省資源エネルギー
庁、一般社団法人環境共創イニシアチブ）における公開値

※ �ZEH比率は請負・建売を含む。全国実績は「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会
2021」（主催：経済産業省資源エネルギー庁）における公開情報の小数点以下を四捨五入しています。

戸建住宅ZEHの進捗状況
（%） （棟）

49%
62%

71% 74%

8% 11% 13% 14% 17%

76% 79%
87%
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69,163棟
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●●戸建住宅ZEH比率
■当社ZEH累計棟数

●●全国のZEH比率

住まいなどの脱炭素化と
災害レジリエンス性の強化
～低炭素化製品の普及推進～ 

1

「ファミリー スイート」の大空間
「5本の樹」計画の庭を望む大開口

積水ハウスオリジナル
瓦型太陽光発電システム
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1  ガバナンス
　当社グループでは、ESG推進委員会のもと、ESG経営推進本部内に資

源循環対策チームを設置し、グループ全体の資源循環に係る体制を構築

し管轄しています。高度な資源循環体制を維持するため、広域認定制度に

基づく「積水ハウスゼロエミッションシステム」を構築しました。自社施設

「資源循環センター」を設置し、建設現場で生じた廃棄物を集約させること

で確実なリサイクルを担保しています。この仕組みを支えるため、資源循環

のための廃棄物分別ガイド・リサイクル事業者の選択基準を定めたガイド

ラインを作成、従業員および協力施工事業者への対策の周知、独自の廃棄

物回収システム・廃棄物実測システムの開発運用などを通じ、廃棄物の発

生からリサイクルまでの工程を一元管理しています。

　加えて、リサイクルの手法だけにとどまらず、製品開発、製造部門などサー

キュラーエコノミー（資源循環経済）への発展につなげるための関連する

資源循環活動の調整役としても機能しています。

2  戦略
資源循環の基本指針

　「積水ハウスゼロエミッションシステムに基づく高度な資源循環体制の

持続」を基本指針としています。

ゼロエミッションに係る基本方針
1.	� 廃棄物の発生状況、内容を分析し、設計、生産、施工の各工程における

無駄を削減できる情報提供を継続的に行い、工業化住宅の供給全般を

通し廃棄物の発生抑制に向かうシステムであること。

資源使用に対する対策またはコミットメント

　当社グループでは、目的別に資源使用に対する対策を講じています。

1.	建設現場で生じる廃棄物のゼロエミッション

	 マテリアルリサイクルを中心に、再生資源の有効化を図っています。

2.	住宅の長寿命化対策

	� 社会資産である住宅などの建築物が長期間にわたり使用されるよう、

耐久性の向上・住宅のライフサイクルに応じたアフターサービス・リ

フォーム事業の展開など多角的な体制を構築し、既存建物の資源使用

に寄与しています。

3.	再生資源の活用に向けたコミットメント

	� 再生原料による新たな建築資材の研究・開発を進め、サーキュラーエ

コノミーの実現を目指します。

2.	�処理委託基準を確立し、その基準に則り適正な処理委託が担保される

にとどまらず、将来にわたり要求される社会的基準の向上にも耐えられ

るシステムであること。

【重要項目】

	 ・適正なリサイクル処理の確保

	 ・トレーサビリティの確保

	 ・当社内の徹底した分別の実施

3.	�上記の規範を果たす基礎として、広域認定に基づいた運用を原則とす

ること。

資源循環図
住宅の長寿命化

ゼロエミッション

設計

原料・材料メーカー

資材メーカー

リサイクル配慮設計情報

リサイクル
配慮設計情報 工場

優良ストック 
住宅流通

資源循環センター

メンテナンス

リフォーム
リノベーション

新築施工

中間処理（再生原料）

建物のライフサイクル	 建築資材
廃棄物	 建築資材以外の原材料など

解体

資源循環E

市場で
リサイクル
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リサイクルの取り組み

　⾃社で発⽣した廃棄物を原料として、自社建築物の建材に再利⽤する

取り組みを進めています。例えば、梱包資材などから回収した樹脂を原料

とした住宅部材の製造、破砕した⽡端材を材料とした床の衝撃⾳緩衝材

の製造などです。また、資源循環センター（国内2ヵ所）に設置した製造加

工施設では、新築住宅の建築現場から回収した石膏ボードの端材と、食

品工場から排出される卵殻を配合・粉砕し、パウダー状にしたグラウンド

用の白線材「プラタマパウダー」を2010年から製造・販売しています。こ

れにより、従来食品廃棄物として廃棄されていた卵殻について有価で買い

取ることで、新たな商流を構築し、リサイクルを恒常的に行う仕組みを実

現しました。

2019 2020 2021

11,841t 9,301t 7,897t

※ �2021年度より調査範囲を見直しました。これに伴い2019年度、2020年度の実績数値も修正しています。
なお、有価物の重量については含んでいません。

2019 2020 2021

0.449kg 0.410kg 0.313kg

工場生産に伴う廃棄物量の推移

重量／製造金額（kg／千円）

新築住宅1棟当たりの廃棄物発生量の推移

（年度）

（年度）

人体にやさしいグラウンド用白線材 
「プラタマパウダー」

（kg/棟）

1,6821,668

1,598

（年度）202120202019
1,300

1,600

1,400

1,500

1,700

※ 床面積145m2換算

エコマーク

資源循環
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1  ガバナンス
　当社では、最高品質、強靭な供給体制、合理的な価格にESGを加えた

基本的な調達方針のもと、社会的責任を果たすべく、CSR調達に取り組ん

でいます。

当社における国産材の取り組み

　国内の林業に目を向けると、多くの森林が本格的な利用期を迎えている

中、さまざまな理由から森林の次世代への更新が進んでおらず、十分な活

用ができていない状態が続いています。

　国内の林業活性化のためには、森林の次世代への更新を促進する需要

の増加と付加価値を生むブランド化という、一見相反する目標を達成する

必要があると考え、木造住宅「シャーウッド」に使用する構造材を中心に

国産材化を展開しています。

　当社では単に国産材を用いるのではなく、地域ブランドとして展開して

います。お客様のお住まいの地域の材料を採用することで、地産地消、地

域経済の活性化に貢献しています。

　現在はスギ・ヒノキ・カラマツを全国17地域18ブランドで展開し、累

積出荷棟数も6,500棟を超え、「シャーウッド」を語る

うえでなくてはならない商品に成長しました。

　2021年、世界を襲ったウッドショックにあたって

は、今まで培ってきた国産材供給のネットワークを

最大限に活用し、檜集成梁の量産を行いました。こ

の取り組みの成果としては、重要部材に関して複数

の調達ルートを構築して供給責任を果たし、当社事

業の遂行に遅滞を起こさない体制を整えられたこと

に加え、ウッドショックを当社の供給問題と捉えるの

ではなく、国産材需要創出の機会と捉え、社会問題

に一つの解答を出すという当社の姿勢を示せたこと

も挙げられます。

木材調達調査による評価

　木材調達にあたっては、HCVF＊1やIUCN＊2レッドリストの絶滅危惧樹

種などを考慮し、それらに対応する地域由来の材料の使用を回避し、生物

多様性に配慮することに加え、ISO26000が要請する各国の社会的課題

への配慮も行っています。

　具体的には64社の主要木材サプライヤーから購入する調達木材のボ

リューム、樹種、産地をはじめとした原産地の詳細情報を「木材調達ガイ

ドライン」に沿って数値評価し、S・A・B・Cの4段階にランク付けします。

　これらの評価をもとに、サプライヤーに対してランクが低い木材の供給

割合を減らし、ランクが高い木材を増やしてもらうよう働きかけています。

　管理目標とするS・Aランク木材の割合は、ガイドライン運用前（2006

年度）の47%から徐々に上昇を続けています。2021年度は97.2％となり、

目標を達成しました。

　また、森林認証制度に関しては有効な第三者認証として評価する一方、

経済的な理由から認証取得に至らないコミュニティ林業に取り組む生産

者や、小規模農家への配慮も必要との考えから、ランク付けに際して絶対

視していません。認証材の使用率は参考値として管理しており、内装設備

を含むすべての木質建材64％、構造材だけでは93％がFSC/PEFCなどの

認証材（認証過程材を含む）となっています。
＊1 HCVF（High Conservation Value Forests）：保護価値の高い森林
＊2 �IUCN（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources）：国際自然保

護連合

2  戦略
「フェアウッド調達」と木材調達ガイドライン

　合法であることはもちろん、持続可能性や地域の発展に貢献する木材を

「フェアウッド」と定義しています。当社は、木材調達ガイドラインにてフェ

アウッド調達を優先することを宣言しており、FoE Japanをはじめとした

国際環境NGOや業界関係者とのエンゲージメントを図りながら、調達レ

ベルの向上を図っています。例えば環境NGOとは、高リスク地域の最新

情報を入手し、リスク評価方法のアップデートを行うなどの活動を常に

行っています。

　「フェアウッド」調達の目的は、当社にとっての持続可能な再生可能資源

の安定的確保に加え、日本有数の木材消費者の立場からサプライチェーン

に対する継続した働きかけを行うことで、違法伐採回避を超えた持続可能

な林業経営によるポジティブ・インパクトを実現することです。これは、当

社が掲げる「事業を通じて生態系ネットワークを最大化する」という生物

多様性保全のチャレンジ目標にも沿うものです。

CSR調達ガイドライン

「木材調達ガイドライン」の10の指針

産地の焼印を刻印した
「シャーウッド」の柱

サプライチェーン・マネジメントE
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森林破壊ゼロへのコミットメント

　森林破壊ゼロに関しては、2014年の「森林に関するニューヨーク宣言」

において採択後、2021年のCOP26にて世界の森林面積の86%の国と地

域によってあらためて合意され、世界的な喫緊の課題と認識されました。

　森林破壊ゼロの考えは、当社が掲げるフェアウッド調達に沿うものであ

り、当社の「サステナビリティビジョン2050」にてグループ全社を対象とす

る森林破壊ゼロの宣言を行っています。なお、当社グループではサプライ

ヤー、２次サプライヤーも含め森林破壊ゼロとなる将来を目指しています。

　現在、確実な実行およびサプライヤーへの明確な周知のため、「木材調

達ガイドライン」や調達活動方針への反映、サプライヤーとのコミットメン

トを織り込むなどの改定作業を進めています。

生物多様性コミットメント

　「木材調達ガイドライン」に以下のコミットメントを記載しており、サプラ

イヤーならびに2次サプライヤーと共有しています。

　2.	 貴重な生態系が形成されている地域以外から産出された木材

　3.	� �地域の生態系を大きく破壊する、天然林の大伐採が行われている 

地域以外から産出された木材

　4.	 絶滅が危惧されている樹種以外の木材

　8.	 計画的な森林経営に取り組み生態系保全に寄与する国産木材

　9.	� �自然生態系の保全や創出につながるような方法により植林された 

木材

3  リスクマネジメント
調達におけるデュー・ディリジェンスの徹底

　当社ではデュー・ディリジェンス（以下、DD）＊を「事業の将来性を支え

る持続可能な木材を確保するプロセス」であると考え、厳格なDDの実施

を通し、持続可能な木材調達を実施しています。

　DDに関しては、1次サプライヤーの低リスク材のみを対象としている企

業も少なくない中、当社は2次よりも上流のサプライヤーまでを対象とし、

高リスクと判断された場合は伐採地を訪問し、確認、調査を行っています。

　これは国際的に要請されている「ゼロ・デフォレステーション」を実現す

るために、サプライヤーと追跡プロセスを共有し改善に努めていくことが、

メーカーが果たすべき重要な役割と捉えているからです。

　従来のQCD（品質・価格・納期）の観点では、メーカーとサプライヤー

は対立あるいは競争関係になりがちです。しかし、メーカーが持続可能な

木材利用をサプライヤーに働きかけることで、両者が協力して社会課題を

解決することが可能となり、競争ではなく「協創」の関係性を築けます。

　このようなすべてのサプライチェーンを対象とするDDを今後、調達ガイ

ドラインに明文化する予定です。
＊ �デュー・ディリジェンスとは、企業などに要求される当然に実施すべき注意義務および努力のことで、欧

米諸国における違法伐採木材の取り扱い規制強化に端を発し、日本でも、「合法伐採木材等の流通およ
び利用の促進に関する法律」（通称：クリーンウッド法）において、DDに関し言及されています。現在、
ESGリスクも含めた木材調達DDを実施する企業が増えており、違法リスクを確認するための①情報収
集、②リスク評価、③リスク緩和というプロセスで表すことができます。

サプライヤーの環境に対するインパクトの管理

　2021年より、重大なリスクへ迅速に対応することを目的とし、サプライ

ヤーへCSR評価の自社評価において、各設問の回答に加え各種法令への

違反内容の報告を求めています。2021年の報告件数は0件でした。

環境問題に関するリスク評価

　既存サプライヤーのCSR評価において、評価結果から環境面でのリスク

が発見された取引先に対しては、個別訪問にて評価基準や到達度に関して

助言するモニタリングを行い、その実態を確認することによりDDを実施

しています。

　なお、重大なリスクが発見された場合は、関連部署と協議して適切に対

応するとともに、調達先評価の結果点数により取引縮小などの措置を取る

ことを規定しています。

デュー・ディリジェンス（DD）の基本的な仕組み

リスク評価

リスク
緩和措置

樹種リスク

初期評価で高リスクの蓋然性が高い場合には、より川
上にアプローチし、現地の森林管理状況、伐採状況に
ついて情報収集を行い、運用面での違法リスクを判断

伐採国・地域リスク

・ワシントン条約
・IUCNレッドリスト ほか

・NGO情報、書類確認、現地訪問 ほか

・違法伐採度合
・腐敗認知指数 ほか

①初期リスク評価

②詳細リスク評価

情報収集

サプライチェーン・マネジメント
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4  指標とターゲット

2019 2020 2021

木材調達量 288,662m³ 
うちSA材＊195.3%

250,529m³ 
うちSA材97.0%

285,722m3

うちSA材97.2％

＊1 �調達ランク	  
�各調達指針の合計点で評価対象の木材調達レベルを高いものから順にS・A・B・C の4つに分類。	
10の指針の中で特に重視している①と④に関しては、ボーダーラインを設定。なお、本指標をネットポ
ジティブインパクト、ノーネットロスの実現に向けた指標と認識し集計・開示しています。

合計点（最大43点） 調達ランク

34点以上 S

26点以上、34点未満 A

17点以上、26点未満 B

17点未満 C

2019 2020 2021

取得状況 ― ― 70％

※年間CO2排出量ベースで試算した際の割合

木材調達量 サプライヤーの環境認証取得状況

5  活動・その他関連情報
早生広葉樹の積極採用

　東南アジアにおいては、深刻な森林破壊の問題を抱えている一方で、

1990年代以降に植林された早生広葉樹（アカシア・ファルカタなど）の普

及が広がっています。

　当社においても、これらを積極的に採用することで、森林破壊の減少、

および早生樹植林の持続可能な運営に貢献するとの考えから、広葉樹天

然木からの切り替えを促進しており、2019年より下地用ラワン合板から

ファルカタ合板に、2021年にMDFの一部をMLHからアカシア由来のも

のに切り替えを行いました。

　今後の普及に向けては、実際に加工・施工を行う製造現場、施工現場

での理解が必要との考えから、持続可能な木材調達に関する啓発を全社

的に行っていく予定です。

（年度）

2019 2020 2021

国産材 17.00% 18.80% 24.72%

東アジア＊2 8.00% 7.20% 5.08%

欧州 36.90% 33.20% 37.48%

北洋＊3 0.30% 0.90% 0.62%

南洋＊4 11.00% 12.70% 11.78%

北米 15.70% 16.50% 10.41%

南米 0.20% 0.10% 0.12%

再生材 9.00% 7.90% 7.52%

その他＊5 1.90% 2.70% 2.27%

＊2 東アジア：日本除く
＊3 北洋：ロシアなど
＊4 南洋：インドネシア、マレーシアなど
＊5 その他：アフリカなど

伐採地域別割合
（年度）

（年度）

資材・原材料調達段階のCO2排出削減

　当社では、住まいのライフサイクルCO2排出を削減するため、ZEH化を

はじめとする省エネ住宅に取り組んできました。しかし、ハウスメーカーだ

けでは取り組みを完結できないことから、サプライチェーン全体での取り

組みを促進しています。サプライチェーンから排出される資材・原材料調

達段階のCO2排出量は、当社グループ総排出量の35%（2021年度実績）

を占めています。供給した住まいから排出される居住段階のCO2排出量

（53%）に次ぐ大きな割合です。そこで2020年10月、サプライヤーを対象

にアンケートを行い、CO2排出削減への取り組み状況を調査しました。ア

ンケート結果を踏まえ、2021年2月にサプライヤー135社が参加する勉強

会を開催しました。当社ではこれをもって、2021年をサプライチェーンの

CO2排出量削減のキックオフの年と位置づけました。

　さらに、2021年4月には61社、10月には242社が参加する勉強会を行

い、SBT認定＊6取得への啓蒙を図っています。SBT運営機関による基調講

演に加えて、大手サプライヤーや中小サプライヤーより、SBT認定取得事

例を発表いただきました。小規模の企業でもSBT認定が取得できる好事

例を提示するとともに、当社内に中小サプライヤーのための相談窓口を設

置。個別質問への回答や具体的なアドバイスを行っています。

　2020年時点での当社の主要サプライヤーにおけるSBT目標設定率は

18.6%、2021年度は22％でした。これを2030年に80%まで引き上げる目

標を定めています。サプライチェーンにおける実効性のあるCO2排出削減

への取り組みをサプライヤーと協力して進めることで、脱炭素社会の実現

に寄与します。
＊6 SBT認定：科科学的知見に基づく温室効果ガス削減計画の認定

　サプライヤーへ、SBTに関する勉強会に合わせ、ISO14001（環境マネ

ジメントシステム）をはじめとする、外部認証の取得状況を確認しました。

サプライチェーン・マネジメント

124SEKISUI HOUSE Value Report
CONTENTS 価値創造ストーリー

Section 1

価値創造の仕組みと原動力
Section 2

中期経営計画の推進
Section 4

経営基盤
Section 5

ファクトデータ
Section 7

ESG経営の実践
Section 6

持続的成長への戦略と取り組み
Section 3



https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/sustainable/download/2021/book/chemical_guideline_jp.pdf


https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/feature/technology/airkis/
https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/feature/technology/smart-ecs/




お客様への取り組み・技術開発・ 
新事業創出

サプライチェーン・マネジメント

地域社会との共生

人財の育成・開発

ダイバーシティ&インクルージョン

幸せ健康経営

人権の尊重

労働安全衛生

129 

131

133

140

145

150

152

157

S
社会

128SEKISUI HOUSE Value Report
CONTENTS 価値創造ストーリー

Section 1

価値創造の仕組みと原動力
Section 2

中期経営計画の推進
Section 4

経営基盤
Section 5

ファクトデータ
Section 7

ESG経営の実践
Section 6

持続的成長への戦略と取り組み
Section 3







https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/sustainable/social/valuechain/activity2/act_2/CSR_procurement_guideline_20210414.pdf
https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/info/jinken.pdf










https://www.sekisuihouse.co.jp/matching/
https://www.sekisuihouse.co.jp/library/matching/pdf/2022_matchingprogram_list.pdf




https://www.sekisuihouse.co.jp/minecraftcup2021/news_20220221.html


https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2022/20220128_2/












https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_archive/newsobj468/
https://www.sekisuihouse.co.jp/library/esg_index/the_valuable500_commitment.pdf


https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/planfile/20210202909541878211_1.pdf




https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/


https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/work_style_reforms/smart_work/
https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/diversity/lgbtq/




https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/happy_health/


https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/info/jinken.pdf
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/info/ethics/
https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/info/ethics.pdf






https://www.sekisuihouse.co.jp/library/company/info/Helpline.pdf




基本サイクル
1.	危険源の特定、実施事項の特定

2.	安全衛生年間計画の策定

3.	安全衛生方針の表明

4.	安全衛生年間計画の実施・運用

年間計画を振り返り、次期年間計画へ

全社施工品質管理システム

　「施工品質」は住まいの最終的な出来栄えに大きく影響するため、一棟

一棟の確実な施工品質管理、継続的な改善活動、施工品質記録の管理・

保存を目的とした「全社施工品質管理システム」を運用しています。

●	高品質な建物を提供する施工品質管理体制を確立
　積水ハウス各事業所の現場監督、積和建設各社の工事責任者、施工協

力会社の施工技能者が連携して、施工品質の維持・向上のための改善活

動を継続し、各々の責任に基づいた検査体制を確立しています。

主任検査員制度

　主任検査員（「主任検査員研修」を修了し、検査員資格を取得した従業

員）が「主任検査員検査」を通じて、事業所の施工品質状況・管理体制・

検査能力の把握、現場監督・工事責任者の検査業務支援、重点管理項目

の品質改善活動などを実施。

施工品質会議

　各事業所の技術次長を中心として「施工品質検査結果」を分析・評価。

　不具合部位を抽出して、品質改善が必要な事項を検討・共有し、改善

計画の立案から具体的な改善活動の遂行まで組織的に実施。

認定訓練・検査訓練

　検査技術の高水準化を図るため、現場監督と工事責任者に対し、それ

ぞれ検査員認定訓練・検査訓練を実施。

告と情報共有および情報管理の効率化を可能にしました。これにより、情

報がデジタルデータ化され、より正確で綿密な災害傾向の分析が行えるよ

うになりました。

　また、安全管理体制をより効率よく確実な仕組みとするため、スマート

デバイスを用いた「安全推進書アプリ」を開発し運用しています。このアプ

リを運用することで、迅速な施工協力会社・施工従事者への指摘・是正

の確認・報告ができるとともに、施工現場の安全巡回時の指摘事項やそ

の記録をシステム内に残すことが可能となっています。

　従業員の労働災害・事故が発生した場合、発生した事業所から速やか

に人事総務部に連絡し、安全衛生委員会などを通じて全社で共有していま

す。施工現場で労働災害・事故が発生した場合も、その事業所から品質

安全推進部に連絡し、全社で共有しています。

1  ガバナンス
施工部門における労働安全衛生マネジメントシステム

　厚生労働省が推奨している「労働安全衛生マネジメントシステム」に、施

工現場の特性を加味して独自に構築した「積水ハウス危険ゼロシステム」

を組み入れ、安全衛生管理活動を展開しています。労働災害を低減に導く

には、法的措置や過去の災害の対策だけではなく、リスクアセスメントに

より危険源を特定、評価し、実施事項を年間計画に策定し実行することが

肝要です。従前より蓄積してきたノウハウを尊重、継承しながら、管理ツー

ルを構築、改善することにより全体の底上げを図り施工現場における安全

衛生の確保に最大効果を上げることを意図としています。

　全社の災害、事故の傾向分析を効率化するため、安全管理のシステム

化に取り組んでおり、災害発生時の報告を電子化して、迅速な事故発生報

「積水ハウス」危険ゼロシステムの概要

ゼロシステムの核（根幹）部分
左記基本サイクルを有効に 
回す手立てとしての部分
5.	日常的な点検・改善

6.	労働者の意見反映

7.	安全衛生管理体制

8.	�協力工事店の 
安全衛生活動評価

9.	文書の記録、保管

10. 緊急事態・災害発生時の対応

11. システム評価

12. システムの見直し

施工品質レベルの「見える化」とアカウンタビリティの徹底

　一棟一棟の施工品質管理と記録の管理・保存、内部統制を目的に、施

工品質管理ツールとして「Q-COMS」「F-COMS」を導入しています。これ

は、施工現場の検査記録や施工管理報告などを事業所情報系システム

「CANVAS」で一元管理するものです。

　施工情報を写真と連動させて品質管理を「見える化」するとともに、現

場監督、工事責任者（積和建設、本体工事業者）が現場管理専用アプリを

搭載したスマートデバイスを活用することで、タイムリーな現場管理と一

層の品質レベル向上に取り組んでいます。さらに、そのスマートデバイスを

利用したリアルタイムで品質を確認する手法も検討中です。入力された検

査データの集計・分析を行い、施工品質改善活動の指針となる資料とし

て活用しています。

　また、建築業務時のお客様への説明不十分から生じる不信感の防止を

労働安全衛生S
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安全衛生教育研修の実施

　法改正により、2022年1月2日から高所作業などを行う際に装着する墜

落制止用器具（安全帯）が新規格品に完全移行されました。当社では、 

3  リスクマネジメント

目的とした「アカウンタビリティ（説明責任）実践支援システム」を策定して

います。現場監督は、お客様に「CANVAS」で作成する「品質計画書」「品

質報告書」などのツールを用いて、必要な段階で、必要な事項をご説明し

ます。説明責任を確実に果たすことで、お客様は安心して竣工を迎え、入

居までの準備も計画的に進められます。

労働災害発生状況

　2021年度の休業を伴う災害・疾病は以下の状況です。発生した労働災

害・通勤災害については、労働安全衛生法などにより設置が義務づけら

れている安全衛生委員会で要因分析を徹底し、共有化を図ることにより、

安全衛生意識の向上、不安全行動の防止、災害や疾病につながる長時間

労働の抑止などに取り組んでいます。過去3年間の施工部門（積水ハウス）

における労働災害による委託業者の死亡者数は2019年度0人、2020年度

0人、2021年度1人です。

4  指標とターゲット

「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」の受講状況を確認するととも

に、当社主催による「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を全国で

開催し、徹底を図りました。

　内部階段の足場設置基準を再構築するうえで当社主催による「足場の

組立等作業従事者特別教育」を実施し、今後の内部階段足場運用の展開

に向けた事前準備を進めました。

　研修の開催においては新型コロナウイルスの感染防止を徹底したうえ

で、WEB講義、少人数拠点設置による実技講習など、必要な資格取得へ

の助成、支援を行いました。

　今後も、施工現場の安全衛生教育実施に向けて、状況に応じた受講へ

の助成・支援を継続していきます。

「全社施工品質管理システム」の概要

（Q-COMS 
システム）

検査情報を共有

（F-COMS 
システム）

工事写真を共有

お客様

品質報告書

品質計画書施工情報

（CANVAS 
システム）

工程計画情報
を共有

2  戦略
施工現場災害年度重点テーマと計画骨子

　当社グループは施工現場を含めた災害減少に

向けた取り組みを推進しています。2022年度は、

「墜転落災害の撲滅」「適正な作業環境の確保」

「公衆災害の防止」を重点テーマとしました。特に

前年度の墜転落災害の増加を受け、重篤危険度

の高い墜転落災害の撲滅に注力します。2022年

度も、安全活動の基本事項の徹底実践を継続し、

実行性のある対策を定着させることにより安全・

安心な施工現場を実現させます。

●	2022年度 施工安全衛生年間計画の骨子
● �墜転落災害などの重大災害（人命に関わる災害）への対策に一層注力し

ます。
● �施工現場の設備、作業場所を適正に整え、施工者が安全で安心して従事

できる環境を提供します。
● �物の落下、重機接触など、人災につながるリスクのある事象に対し、再発

防止の徹底と事故を未然に防ぐ体制を整えます。

2022年度 スローガンポスター
「安心・安全 環境づくり『声かけ
あって』ケガ・事故なし！」

労働安全衛生
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施工現場労働災害発生状況
● ��施工現場の休業1日以上の労働災害発生件数は前年度比99%となり、ほ

ぼ横ばいの状態です。

● ��死亡災害は2018年以降0件を更新していましたが、2021年度1件（中小

事業主特別加入者）発生しました。

● �重大災害につながる墜転落事故は前年度比158%（休業1日以上）と増加

しました。

● �熱中症は前年度比53%（休業1日以上）と減少しました。重症化率の高い

長期休業は0件でした。

● �人災はなかったものの、部材の落下などの事例が報告されているため、

発生原因の追究、計画段階でのリスク管理の徹底、再発防止対策の確実

な実行など未然防止対策を継続します。

部門
休業災害度数率

2019 2020 2021

事務部門（従業員） 0.42 0.45 0.32

生産部門
従業員 0.45 0 1.30

委託業者 0.27 1.59 0.61

施工部門（委託業者のみ） 2.92 2.27 2.49

部門
業務上疾病度数率

2019 2020 2021

事務部門（従業員） 0.07 0.32 0

生産部門
従業員 0 0 0

委託業者 0 0 0

施工部門（委託業者のみ） 0.43 0.37 0.20

〈算定基準〉
休業災害度数率：100万延べ労働時間当たりの休業災害による死傷者数
業務上疾病度数率：100万延べ労働時間当たりの職業性疾病件数
集計対象範囲：（2019年度）積水ハウスの従業員もしくは委託業者

（2020年度以降）事務部門・生産部門は積水ハウス（単体）の従業員もしくは委託業者
施工部門は積水ハウス、積水ハウス ノイエ、鴻池組の委託業者（一人親方、事業主を含む）
延べ労働時間：事務部門および生産部門の積水ハウスの従業員、委託業者の延べ労働時間は、実労働時
間に基づき算定しています。
施工部門の積水ハウス、積水ハウス ノイエの委託業者の延べ労働時間は1人工当たり8時間として算定して
います。
施工部門の鴻池組の委託業者の延べ労働時間は1人工当たり9時間として算定しています。
※ �精度向上のため、2020年度の「施工部門（委託業者のみ）」の休業災害度数率と業務上疾病度数率を修

正しています。

休業災害度数率（休業1日以上を集計）

業務上疾病度数率（休業1日以上を集計）

2019 2020 2021

0人 0人 施工現場1人（事業主）

※ 集計対象範囲：積水ハウスの委託業者（一人親方、事業主を含む）

死亡者数
（年度）

発生件数 2019 2020 2021

施工現場災害（熱中症を除く） 123 100 99

熱中症 18 15 8

※ 集計は休業1日以上の災害件数となります。
※ 集計対象範囲：積水ハウスの委託業者（一人親方、事業主を含む）

（年度）

労働災害度数率 2018 2019 2020

製造業 1.20 1.20 1.21

総合工事業 1.09 1.69 1.30

請負 
金額

10億円以上 1.00 1.65 1.29

5億円以上10億円未満 1.46 1.61 1.70

5億円未満 1.13 2.06 0.97

出所：厚生労働省「労働災害動向調査の概況」
※ 2021年度の数値は本レポート制作時には公開前でしたので、2020年度までとしています。

（参考）業界平均との比較
業界平均として、当社の「度数率」の算定基準とは異なりますが、厚生労働省の度数率を以下の通り掲載
します。

（年度）

（年度）

（年度）

5  活動・その他関連情報
施工現場での労働安全衛生活動

　2021年度は「墜転落防止対策の徹底」「転倒防止」を重点テーマとして

取り組みました。

●	�重大災害（人命に関わる災害）につながる「墜転落防止対策の徹

底」のため、施工環境の対策に注力しました。
1. �建物外周手すりの工場出荷運用状況の確認と仮設手すり対応範囲の拡

大の検討に着手しました。

2. ��内部階段周りの足場の設置基準を明確化し、実用化に向けて現場検証

中です。

●	転倒防止対策の一環として、現場美化の徹底を推進しました。
1. �整理整頓、安全通路の確保、滑り防止に重点を置き、現場巡回時の

チェック項目を強化しました。

2. �現場美化を促進するツールとして、「安全推進書」アプリに現場美化に関

する11項目を新たに盛り込み活用しました。

●	�公衆災害の防止については、重点テーマに「建設機械の転倒事故

撲滅」を掲げ、再発防止の徹底に取り組みました。

労働安全衛生
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1  体制（ガバナンス） 
ESG推進委員会

　取締役会の諮問機関として、専門的な知見を有する2名の社外委員を含

むESG推進委員会を設置しています。本委員会は、3ヵ月に一度のペース

で開催し、ESG経営の取り組みの進捗と課題などについての意見交換を通

じて実効性を高めています。

　さらに、ESG経営推進本部が主管部署となり、ESG推進委員会での議

論を踏まえ、当社内および国内外のグループ会社と連携のうえ、ESG経営

のさらなる推進を図っています。

取締役会でのサステナビリティに関する議論

　当社グループのESG経営に関する基本方針の企画・立案および推進

に関して、ESG推進委員会で議論されており、その内容は取締役会に適

宜、報告しています。また、人的資本への投資、知的財産に関する投資な

ど、サステナビリティに関する基本方針については取締役会で議論を行っ

ています。

2  戦略 

ESG経営に向けたガバナンス強化

　当社はガバナンス改革の推進に向けて、３つのレベルで取り組みを進めて

います。

サステナビリティガバナンス体制の強化G

P.98-99 ESG経営の推進体制

トップマネジメントレベルの 
ガバナンス改革

ステークホルダーの信頼を得ながら 
持続的な企業価値向上のために必要な 

企業統治の仕組みを構築

事業マネジメントレベルの 
ガバナンス改革

各職制で法律・規則の遵守徹底に 
向けた仕組み・ルールづくりを推進する 

とともに管理機能を強化する

P.71 コーポレートガバナンス

グループ従業員レベルの 
ガバナンス改革

グループ内コミュニケーションを活性化させ
トップマネジメント・事業マネジメントの 
ガバナンス改革を推進する原動力となる

ガバナンス改革

● トップマネジメントレベルのガバナンス改革
● �事業マネジメントレベルのガバナンス改革 についてはこちらをご覧ください。

●	グループ従業員レベルのガバナンス改革
　第5次中期経営計画に基づき、トップマネジメントレベルと事業マネジメン

トレベルのガバナンス改革に取り組んでいますが、加えて従業員間・組織間

などグループ内コミュニケーションを活性化させる取り組みを実施して従業

員からの積極的なボトムアップを図り、トップマネジメントレベル・事業マネ

サステナビリティの基本方針

　グローバルビジョンの達成のために「ESG経営のリーディングカンパ

ニー」を目指し、取締役会はESGの取り組みを当社グループの経営基盤を

支える重点課題と定め、中期経営計画に織り込んで推進しています。

　当社グループは、取締役会での決議を経て、ESG経営を進めるにあたっ

てのマテリアリティ（重要課題）として、「良質な住宅ストックの形成」（お客

様の幸せ）、「持続可能な社会の実現」（社会の幸せ）、「ダイバーシティ＆イ

ンクルージョン」（従業員の幸せ）の3つに特定し、解決に向けた取り組み

を掲げています。

　また、サステナビリティを軸に、当社の価値創造に影響をもたらす中長期

の課題を分析し、リスク要因を洗い出すとともに、リスクを将来の事業創出の

機会と位置づけ、中長期の事業戦略立案につなげています。

　当社グループでは、「幸せづくりのパートナー」としてお客様に、社会に、

新たな価値を提供するために、「ダイバーシティ＆インクルージョン」「働き

方改革」「自律的なキャリア形成」を掲げて人財戦略を実践しています。ま

た、グローバルビジョン実現のためには、従業員の幸せに直結する心身の

健康能力を高めることが必要であると考え、健康経営の方針を定め、「幸

せ健康経営」に取り組んでいます。

　また、知的財産への投資とその成果の保護の両輪によって、当社のコア

コンピタンスである「技術力」「施工力」「顧客基盤」を構築し、また、住まい

づくりのすべてのプロセスを担う「独自のバリューチェーン」で競争優位性

を発揮することで、お客様への価値提供とともに、継続的な企業成長を支

える根幹を成しています。 
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サステナビリティガバナンス体制の強化

グループ全従業員を対象とした「ガバナンス意識調査」

　積水ハウスの企業理念に基づき、グループ一丸となって事業に取り組む

環境が整備されているかを検証するために、全グループ従業員に対する匿

名のアンケート調査として、毎年「ガバナンス意識調査」を実施しています。

企業倫理意識や職場環境などについて定期的に調査することで、現状把握

を行い、調査結果に基づいた組織単位での意見交換の機会を設けながら、

より風通しのよい職場風土づくりに注力しています。
※ �2021年度は実施時期の全グループ統一化に伴い、一部の事業所にて実施しました。

ESG指標を組み入れた表彰制度

　ESG経営の全社的推進を目的として、事業所社長表彰にESG指標を組

み込みました。

　E（環境）は脱炭素社会への先導・生態系保全、S（社会）は健康経営・

従業員の幸せ、G（ガバナンス）は事業所マネジメント強化とし、ESG推進

方針に沿った形で、事業に直結した、客観性を有する8つの指標としまし

た。2021年8月より、グループ会社の積水ハウス不動産、積水ハウスリ

フォーム、積水ハウス ノイエ各社の事業内容に合わせた指標を選定し、同

様の表彰制度を導入しました。

3  具体的取り組み（リスクマネジメント）
人的資本への投資

　2021年度を人事制度改革元年と位置付け、上司とメンバーの充実した

コミュニケーションをベースに、透明性の高い評価制度とキャリア面談を

導入し、従業員の「キャリア自律」をサポートしています。さらに、組織リー

ダー（支店長・本社部長・工場長など）の育成と選抜を目的として、2018

年から実施している「経営塾」や、2019年からスタートした「SHINE! 

知的財産への投資

　こうした知的資本のうち、技術、デザインは、特許権や意匠権で保護を

図り、また、お客様から得たお声に加え、長年の取り組みによるノウハウ、

データなども、営業秘密として保護を図っています。さらに、投資結果の事

業化段階においては、ネーミングにもこだわり、それを商標権で保護し、

バリューチェーンを通じお客様にご満足、安心を提供するための象徴とし

ています。なお、これらの活動を従来以上に重要視し、2021年8月には、

知的財産を統括する専門組織として、知的財産室を新設し、社内での人財

育成にとどまらず、他社で知財の統括責任者を務めた人物を含め、知財の

専門家の登用を推進しています。

　また、研究開発の重要性を認識し、「総合住宅研究所」「住生活研究所」

を中心とする研究開発拠点への十分な研究開発費の投入や積極的な設備

投資を行っています。そのほか、近年では、プラットフォームハウス事業な

どの新規事業領域を中心として、産学連携や、異業種の企業とのパート

ナーシップにより、将来的な事業の推進に資する分野にも積極的に投資し

ています。さらに、住環境に関するさまざまな体験機会を提供する「納得

工房」など、直接的な技術開発以外にも積極的に投資し、これらによって

得られるものを総合して、経営資源（知的資本）と位置づけています。 

ジメントレベルのガバナンス改革に連動する取り組みを行っています。

　ESG経営を全従業員参画で推進するため、「事業を通じて、従業員・お客

様・社会を幸せにするにはどうしたらよいか」をテーマに、階層別に対話を

実施する「ESG対話」を従業員間で開始しました。

　「ESG対話」をグループ全社で進めることで、従業員エンゲージメントの

向上を図り、コミュニケーションの活性化からイノベーションの創出、それ

が企業価値の向上につながっていくという好循環に向けた取り組みを推進　

しています。

　また、一般社団法人日本経済団体連合会が定めた企業倫理月間（毎年

10月）に、当社グループビジョンに基づいたテーマのもとで行う対話の機会

や、毎年全従業員を対象に、企業倫理意識および職場環境などについての

匿名でのアンケート調査「ガバナンス意識調査」を実施しています＊。その

結果に基づいた組織単位での意見交換の機会を設けスマートワークが定着

しつつある中で不足しがちなコミュニケーションの活性化を図っています。
※ 2021年度は実施時期の全グループ統一化に伴い、一部の事業所にて実施しました。

Challenge Program」によって、次世代のビジネスリーダーを計画的に生

み出す土壌をつくっています。加えて、各支店・チームにおける経営力・

人財育成力・組織活性化力などを強化するため、支店長やチームリーダー

を対象にした研修、従業員のキャリア構築の支援のための研修も実施して

います。

　また、幸せ健康経営の取り組みに関して、全従業員への「幸せ度調査」

に加えて、自社開発のスマートフォンアプリ「積水ハウスFIT」で先進的メ

ニューを提案し、運動、生活習慣病の予防などを促進しています。
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1  体制（ガバナンス）
グループ全体のコンプライアンス推進体制

　グループ全体のコンプライアンスの遵守に向けて、各種関係法令の主

管担当の専門機能部署および各事業部門を統括的に管理する経営管理

主管部署を定めています。専門機能部署がそれぞれの職務分掌に応じて、

経営管理主管部署と連携を図りながら、グループ全体の横断的な管理を

推進しています。その管理状況については、取締役会の諮問機関として設

置されたリスク管理委員会において報告・検証され、さらなる改善が図ら

れています。

コンプライアンス研修の実施

　全グループ従業員を対象に「法令研修」を実施してコンプライアンス意

識の醸成に努めており、毎年法令やリスクなどに関するテーマを設定し

継続して取り組んでいます。2021年度については、分譲マンション用地

の取引事故に関する総括検証報告書を受けて、グループ従業員への周知

を図る目的で全従業員向けに１時間の研修を実施し、その実施状況につ

きましては取締役会に報告しました。2022年度からは、「コンプライアン

ス研修」と名称変更し、法令にとどまらない広い範囲でのコンプライアン

ス意識の醸成に向けて取り組んでいきます。

内部通報システムと公益通報者の保護

　当社グループでは、公益通報者保護法に則り、法令や企業倫理に違反

する行為に直面した場合に、電子メールや電話などにより、法務部コンプ

ライアンス事務局に通報できる、全グループ従業員対象の内部通報システ

ムを設置しています。2016年10月からは、当社顧問弁護士事務所を受付

窓口として設置しています。

　2021年9月、「積水ハウスグループ コンプライアンス・ヘルプライン」と

名称を変更し、匿名での通報の取り扱い、社外窓口で受けた通報案件の

監査役会への情報共有など、制度変更を行いました。また、2022年6月

の公益通報者保護法改正に合わせて、退任・退職後１年以内の役職員も

通報対象に加えるとともに、通報を理由とした不利益な取り扱いの禁止な

どを役職員の責務とする社内規則を制定しました。　

コンプライアンスの推進

P.73 コーポレートガバナンス

2  戦略 
積水ハウスグループ 企業倫理要項

　2003年10月より、会社および役員、従業員として遵守すべき企業倫理

に関する基準である「積水ハウスグループ 企業倫理要項」を制定し運用し

ており、事業環境の変化に応じて、適宜、内容の改訂を行っています。

2005年から毎年10月を当社グループ全体で実施する「企業倫理月間」と

して、全グループ役職員への周知徹底を図っており、「企業倫理要項等遵守

に係る誓約書」を提出する取り組みも毎年実施しています。

　腐敗防止の観点から、本要項においてお客様・取引先・公務員等に関

する「接待・贈答」についても定めており、さらに本要項に基づき「腐敗防

止ガイドライン」を制定し、社内周知を図っています。

積水ハウスグループ 企業倫理要項

G

窓口 相談方法 受付内容

積水ハウスグループ 
コンプライアンス・ 

ヘルプライン

コンプライアンス事務局 
（法務部内）

（社外）当社顧問弁護士事務所

電話
書簡

電子メール

グループ従業員・継続的取引先を対象に、業務・事業活動に関係して、法
令や企業倫理に違反するまたは違反する懸念があると思われる事案

積水ハウスグローバル 
ヘルプライン （社外）弁護士事務所 電子メール

（英語対応）
海外子会社において、業務・事業活動に関係して、法令や企業倫理に違反
するまたは違反する懸念があると思われる事案

セクハラ・パワハラ 
ホットライン

法務部 
ヒューマンリレーション室

電話
電子メール

セクハラ・パワハラをはじめ人権に関する相談、人間関係の悩みや質問、お
よび障がいのある従業員にとって働きやすい環境を整えるための相談など

人事110番 人事総務部 社内イントラネット 勤務時間・休日勤務などをはじめとする労務管理全般

※ このほか、グループ従業員およびその家族が専門家からカウンセリングを受けられる外部（社外）相談窓口も開設しています。

積水ハウスグループ コンプライアンスヘルプライン
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個人情報保護の取り組み

　当社は、2022年４月1日施行の改正個人情報保護法にあわせて個人情

報取扱規則を改正し、法務担当執行役員を個人情報取り扱いの統括責任

者と定めて、適切な管理体制のもと個人情報の取り扱いに努めています。

また、お客様情報保護方針・情報セキュリティポリシーを定めて、ウェブ

サイトで公開しています。

　当社グループは、住宅展示場や分譲地の販売事務所など、多くの事業

拠点でお客様の個人情報をお預かりしています。個人情報保護法および

個人情報取扱規則に則り、e-ラーニングなどにより継続的に従業員の教

育研修を実施して、従業員の個人情報保護に関する知識の定着を推進し

ています。また、CS推進部内に専任部署「お客様情報相談室」を設置し、

グループ全体で個人情報保護法遵守に対応した体制を整備しています。

一方で、お客様は「お客様情報相談室」の「お客様情報に関するお問い合

わせ先」を通じて、ご本人に関する個人データについて、開示・訂正・利

用停止・消去などのご請求が可能です。万一、お客様情報の紛失・盗難

事故が発生した場合は、直ちにお客様に事情をご説明するとともに、発生

内容と以後の対応について必要に応じて当社ウェブサイトでお知らせしま

す。同時に、可能な限りの情報回収を行います。

　また、世界各国で個人情報保護のための法整備が進められている状況

税務に関する基本的な方針

　当社グループは、事業を行う国内外すべての地域の税務法規を遵守し、

税金の公平性に従って透明性のある適正な納税を行うことがステークホル

ダーからの信頼に応える重要な責務であると認識しています。当社グルー

プの税務に関する基本的な方針は次の通り開示しています。

●	各国で支払った税の内訳
当社グループの国別納税実績（2021年度）は以下の通りです。

　このほか、社内相談窓口として、「セクハラ・パワハラホットライン」や

労務管理全般の相談を受け付ける「人事110番」を設置しています。

　当社グループおよび継続的取引関係にある協力工事店・取引先の役員

や従業員の方々から、当社グループの事業活動に関する法令・企業倫理

違反または取引関係に係る懸念事項についての相談も、「積水ハウスグ

ループ コンプライアンス・ヘルプライン」で受け付けています。さらに、

2020年6月には英語圏の海外子会社の従業員を対象にした「積水ハウス 

グローバルヘルプライン」を設置し、社外の弁護士事務所を窓口として対

応しています（中国の子会社向けには中国語対応の別途窓口を設置）。

　まずは職場内で話し合い、問題を解決するのが理想ですが、本システムが

あることを周知し、気兼ねなく相談できるように配慮することも重要と考え、

毎年、全従業員が参加するヒューマンリレーション研修で啓発しています。

コンプライアンスの推進

積水ハウス株式会社 お客様情報保護方針

積水ハウス株式会社 情報セキュリティポリシー

建築法令遵守の取り組み

　当社グループは、宅地建物取引業法、建設業法、建築士法などの法令に

基づく許認可を受けるとともに、建築、労働、環境その他事業の遂行に関

連する各種の法令および行政の条例に則り事業活動を行っています。特に

建築法令において違反が生じた場合に、改善に向けて多額の費用が発生

すること、または業務停止などの行政処分を受けることで当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。

　対策として、設計における建築基準法上のチェックミス・手続き漏れを防

ぐための法規制チェックシステムを導入し、また型式不適合の発生を抑える

3  具体的取り組み（リスクマネジメント） 

積水ハウス株式会社 コーポレートガバナンス基本方針

　2021年度、当社グループにおいて、贈収賄・汚職などに関する法令や、

自主規範への重大な違反はありませんでした。

4  指標とターゲット 

国 金額（百万円）

日本 48,995

アメリカ 10,010

オーストラリア 83

中国 5,646

を踏まえ、当社の海外事業においても、各国の事業内容および現地の法規

制に対応した体制の整備や研修の実施など、個人情報保護の取り組みを

進めています。

ために、支店および本社でのダブルチェック体制を構築しています。また、

建設業法上の専任の配置技術者の適正運用に向けて、配置状況のチェック

を行うとともに有資格者の人財確保・能力向上に継続して取り組んでいます。
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法令の遵守状況
●	腐敗防止方針の不遵守による罰則の有無
　2021年度において、腐敗防止方針の不遵守により懲戒処分または解雇

した従業員は0人であり、私たちの認識している限りにおいて、腐敗に関連

した罰金、課徴金、和解金のコストはありません。

●「環境」に関する違反・罰則の有無
　2021年度において、重要な環境関連法規制などの違反・処罰はありま

せん。また、工場においても周辺環境に影響を与える漏出事故は発生して

いません。当社グループにおける環境関連の罰金はありませんでした。

●「製品およびサービス、安全衛生」に関する違反・罰則の有無
　2021年度において、製品およびサービスの提供、使用に関する法律や

規制の違反に対する罰金の支払い、かつ安全衛生に関する規制および自

主的規範の違反事例はありません。

●「顧客プライバシー」に関する違反・罰則の有無
　2021年度において、顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失

に関して実証された不服申立はありません。

●	反競争的行為などによる法的措置の有無
　2021年度において、反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により、法

的措置を受けた事例ならびに法規制への違反に対する相当額以上の罰金

および罰金以外の制裁措置を受けた事例はありません。

コンプライアンスの推進
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環境データ①

取り組みテーマ KPI 単位 2017
実績

2018
実績

2019
実績

2020
実績

2021 2022
目標目標 実績

脱炭素社会への貢献

戸建住宅ZEH比率＊1 ％ 76 79 87 91 89 92 90

賃貸住戸ZEH比率＊2 %
戸

—
—

—
380

—
450

—
2,976

—
1,800

—
8,501

50
—

分譲マンションZEH戸数・比率＊3 戸
%

—
—

12
—

—
—

32
—

196
35.0

192
39.4

540
85.0

いどころ暖熱戸数＊4 戸 − − − 1,005 1,200 1,338 1,250

RE100進捗率＊5 ％ − − 1 16.4 25 33.5 35

新築住宅からのCO2排出削減率＊6 ％ 36.1 38.1 41.6 54.7 2030年度までに	
45%削減 55.5 2030年度までに	

45%削減

事業活動におけるCO2排出削減率＊7 ％ 19.1 22.0 28.2 39.2 2030年度までに	
75%削減＊14 46.6 2030年度までに	

75%削減＊14

生物多様性保全 生態系に配慮した植栽＊8 万本 1,409 1,502 1,611 1,709 1,800 1,810 1,900

資源循環

廃棄物比率（新築）＊9 ％ 5.5 5.5 5.8 5.8 5.5 5.4 5.2

廃棄物リサイクル率（新築）＊10 ％ 100 100 100 100 100 100 100

廃棄物リサイクル率（アフター・リフォーム）＊11 ％ 95.5 94.9 94.3 92.8 90%以上 95.6 90%以上

サプライチェーン・マネジメント
脱炭素化協力サプライヤー比率＊12 ％ − − − 18.6 2030年度までに80% 22.2 2030年度までに80%

持続可能な木材調達比率＊13 ％ 91.9 93.6 95.3 97.0 97.2 97.2 97.4

＊1	 北海道以外のエリアにおける請負・分譲住宅のZEH比率
＊2	 ZEH Ready以上の受注戸数の比率（入居者売電に限る、2021年までは戸数）
＊3	 ZEH Oriented以上の累積竣工戸数。2022年度は販売比率目標も追加設定
＊4	 部分断熱・暖房リフォーム「いどころ暖熱」を実施した戸数
＊5	 事業活動で使用した電力量に対する、「積水ハウスオーナーでんき」が購入した卒FITを迎えた太陽光発電電力量などの比率
＊6	 スコープ3・カテゴリ11排出量の2013年度比削減率。現SBT目標のバウンダリーでの算定（鴻池組を除く）
＊7	 �スコープ1,2排出量の2013年度比削減率。時系列での削減率を比較可能にするために、2019年度に連結子会社になった鴻池組の過去のCO2排出量を削減率目標の基準年度である2013年度、および2017年度から2019年度に遡及して加算し、削減率を再計算しています。	

また、本レポートより、施工における協力会社が使用したエネルギー（電力・軽油・ガソリン・灯油）はスコープ3に算入する方法に変更しました。過去のCO2排出量を削減率目標の基準年度である2013年度、および2017年度から2020年度に遡及して加算し、削減率を再計算しています。
＊8	  「5本の樹」計画に基づく植栽累積本数
＊9	 新築工業化住宅製品の生産原材料および資源投入量に対する廃棄物比率
＊10	 新築工業化住宅製品の廃棄物リサイクル率
＊11	 アフターサポート・リフォーム工事における廃棄物リサイクル率
＊12	 当社主要サプライヤーがSBT目標を設定した割合
＊13 「木材調達ガイドライン」SおよびAランク木材の比率
＊14	 対象に鴻池組を含め、1.5℃に整合する削減目標への引き上げを検討中
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株式情報  （2022年1月31日現在）

発行可能株式総数 1,978,281,000株

発行済株式の総数 684,683,466株	
(うち自己株式9,740,876株)

単 元 株 式 数 100株

株 主 総 数 90,711名

株価の推移
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（円） （万株）株価（左軸）　　出来高（右軸）株価（左軸）　　出来高（右軸）

株式の状況

外国人 211,541千株
30.90%

金融機関 275,672千株
40.26%

証券会社 47,198千株
6.89％
その他法人 47,674千株
6.96%

個人・その他 102,596千株
14.99%

所有株数別

株式分布状況

所有者別

株式分布状況

所有者別
株式分布状況

所有株数別
株式分布状況

1,000,000株以上 21.83%

5,000,000株以上 51.65%

100株未満 0.04%
100株以上 0.99%

1,000株以上 5.63% 500株以上 0.60%
5,000株以上 1.34%

50,000株以上 1.52%
10,000株以上 3.02%

100,000株以上 8.03%
500,000株以上 5.35%

大株主（上位10名）

※1 �積水ハウス育資会は、当社の従業員持株会です。
※2 ‌�当社は、自己株式9,740千株を保有していますが、上記大株主から除いています。持株比率については、

持株数を発行済株式の総数より自己株式を控除した数で除して算定しています。

株主名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社	
(信託口） 121,998千株 18.08%

株式会社日本カストディ銀行(信託口） 38,703千株 5.73%

SMBC日興証券株式会社 22,506千株 3.33%

積水化学工業株式会社 22,168千株 3.28%

積水ハウス育資会 18,961千株 2.81%

STATE STREET BANK WEST CLIENT 
― TREATY 505234 12,232千株 1.81%

株式会社三菱UFJ銀行 10,899千株 1.61%

第一生命保険株式会社 10,828千株 1.60%

JP MORGAN CHASE BANK 385781 7,483千株 1.11%

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505103 7,256千株 1.08%

※ 個人・その他には、自己株式9,740千株を含んでいます。

株主総利回り
年度 2017 2018 2019 2020 2021

積水ハウス 113.5% 97.5% 142.1% 128.0% 149.1%

TOPIX（配当込み） 123.3% 107.5% 118.5% 130.3% 139.5%
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本 社 〒531- 0076  大阪市北区大淀中一丁目1番88号 
  梅田スカイビル タワーイースト

発行 : 2022年6月

お問い合わせ先： ESG経営推進本部（本社）
TEL：06-6440-3440
Email：esg@sekisuihouse.co.jp

ESG経営推進本部　IR部
　〒107-0052
　東京都港区赤坂4丁目15番1号
　赤坂ガーデンシティ
TEL：03-5575-1730
Email：Investor.relations@sekisuihouse.co.jp

※ 本年から「統合報告書」と「サステナビリティレポート」を融合して「Value Report」になりました。

ウェブサイト：
サステナビリティ・ESG経営情報：
株主・投資家情報：

https://www.sekisuihouse.co.jp/
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/sustainable/
https://www.sekisuihouse.co.jp/company/financial/ 当報告書は国連グローバル・コンパクト10原則の実施状況を報告するためUNGC本部に提出します。




